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 午前１０時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○海老名 悟議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、高知県庁の「本気チャレンジ」に学ぼう

外１点、20番髙橋英夫議員。 

  〔２０番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○２０番（髙橋英夫議員） おはようございます。 

  昨年の一斉地方選挙で初当選いたしましてから

１年５カ月がたちました。この間、毎回一般質

問をさせていただきましたが、私の中では２つ

のテーマを掲げてまいりました。 

  １つは、雪の問題でございます。 

  雪対策、しっかりと雪の克服というものを市が

構築しなければ、私たち市民ももちろん大変で

す。少子高齢化が進んで、雪を片づける人の体

力もどんどん衰えている、そういう実態もござ

いますし、また、移住を促進しようにも、雪の

問題がネックでなかなか米沢に住めないという

ことでは、人口減少問題に歯どめをかけるとい

うことが難しいということで、私の１つ目のテ

ーマは雪問題。 

  それから２つ目のテーマは、若者の問題です。 

  若者が４年制大学に行って卒業しても、米沢に

仕事がなくて帰ってくることができない、こう

いう実態がありますから、米沢の産業を振興さ

せて雇用を拡大して、若者がいい仕事につける、

いい稼ぎができる、いい暮らし、いい家庭づく

りができる、このような環境を急いでつくらな

ければいけないというふうなことから、私は、

この毎回の質問の中で、雪の問題にあわせまし

て産業振興の問題やら、あるいはそれを実現す

るための行政手法についてもさまざまに提案し

てまいりました。 

  例えば、行政手法の話で言えば、組織横断的な

取り組みができないのか。縦割り行政ではなく

て、内容によっては組織横断的な取り組みをし

て実行力のある政策実現ができないかというこ

とであったり、あるいはトップリーダーである

市長の考えや思い、そういったものを組織全体

にいかに浸透させるのか、どのような仕組みが

あるのかということをお伺いしましたり、また

前回６月のところでは、市民の声をしっかりく

み上げる、計画段階からくみ上げて、いい政策

づくりに反映できるようなワークショップ型の

取り組み、こういった会議をもっともっと積極

的に行うべきではないか、このようなことを提

案してまいりました。 

  ただ、ちょっと変な反応がありまして、こうい

う話をいっぱいしていますと「おまえは一体共

産党なのか」というふうな声もございました。

商店街の方は、「何か自民党の人以上に、おま

え、経済とか金の話をするな」「自民党に入っ

たらいいのではないか」というふうな方もあり

ました。 

  別に私、迷いがあったわけではありません。そ

れが今回、実は若干裏話的な話になりますが、

共産党の地方議員の研修会というのが、ついこ

の間ありまして、そこで取り上げられたテーマ

に出会いまして、非常に私は確信を持ちました。 

  それが、これは共産党の研修会なのですが、メ

ーンテーマが「地域経済と産業政策を考える」

と、こういうテーマで行われたわけです。冒頭

にお話があったのが、どうしても、今まで共産

党議員の取り上げるテーマというのは、平和と

か福祉、暮らしというものの印象が強い。逆に

経済は自民党だというふうな印象が強いけれど
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も、そうではないと。平和も福祉も経済も共産

党なんだということで、もっともっと産業振興

や経済の活性化についても政策を学ぼうという

ことで、今回、研修会がございました。 

  きょうの質問の第１項目めは、高知県庁の「元

気チャレンジ」に学ぼうというふうなことで、

多くの方は一体何のこっちゃというふうに、中

身については何だろうなというふうに思ってお

られる方があるかと思いますので、冒頭、概略

をちょっと、これについてお話をさせていただ

きたいと思います。これは、その研修会で伝達

講習として行われたものをお話をするわけでご

ざいます。 

  このお話は、2009年にさかのぼって始まる話で

す。高知県の、あの有名な橋本大二郎という知

事がおられました。あの方がやめられて、その

後に知事についた方が尾﨑正直さんとおっしゃ

いまして、この方は財務省主計官だった方で、

非常に若い方だそうです。 

  この方が、高知県の現状を直視したときに、人

口減少の負のスパイラルがあるということで、

この負のスパイラルを直視しながら、何として

もこれを変えていく、このような施策を講じな

くてはいけないということで、トップリーダー

である尾崎知事が本気になって政策をつくる、

その先頭に立つというふうなことで、高知県産

業振興計画というものが構築されまして始まり

ました。 

  第１期目は平成21年から３年間、第２期は平成

24年から４年間、第３期は平成28年、今年度か

ら始まるもので、今ここに、そのＰＲ版という

もののコピーがございます。これでももう90ペ

ージぐらいありますが、この計画の本冊のペー

ジ数ですが、Ａ４判で847ページというすごいも

のです。こういった計画を高知県では、今つく

って、これを実践に変えようとしておられるそ

うです。 

  その800ページ以上の中身も、コンサルがつく

ったわけではなくて、県庁職員が自分たちで書

き上げた。印刷だけは専門家が印刷したそうで

すが、そのようにしてつくったものだそうです。 

  ＳＷＯＴ分析という言葉がございます。これに

基づいて、この計画がつくられたわけですが、

もちろんこれは、米沢市においても実践されて

おりまして、ついこの３月に発表された第３期

米沢市観光振興計画を見ましたら、この中にも

ＳＷＯＴ分析についての説明もありましたので、

ちょっと一言、触れさせていただきたいと思い

ます。 

  ＳＷＯＴ分析とは、組織等を強み（Ｓｔｒｅｎ

ｇｔｈｓ）、弱み（Ｗｅａｋｎｅｓｓｅｓ）、

機会（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）、脅威

（Ｔｈｒｅａｔｓ）の４つの軸から評価をする

手法のこと。企業戦略の立案などに用いられ、

強み、弱みは内部要因とされ、ほかに人、物、

金、情報等を考慮した上で外部要因である機会、

脅威に対してどれほどの効果があるかが評価さ

れる。内部要因と外部要因とを軸にした表を作

成し、分析することで戦略の立案につなげ実行

することとあります。 

  一般企業では当たり前にやられていることです

が、これを高知県でも徹底的になされて、その

上でこの計画をつくったということです。 

  １番目のポイントは、知事に就任された尾崎さ

んが、本気になってこの計画を実践する、形に

する、成果を上げるということについて本気に

なったということが、県庁職員のモチベーショ

ンを高め、県庁自体の雰囲気が大きく変わって

いった。このトップリーダーの決意というとこ

ろが、まず第１のポイントかと思います。 

  ２つ目は、ＰＤＣＡサイクルによりバージョン

アップしていくというふうなことなんですけれ

ども、ＰＤＣＡは多くの方が御存じかと思うん

ですが、ちょっとここのところを読ませていた

だきます。 

  ＰＤＣＡサイクルにより、絶えずバージョンア
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ップを図る。計画の中の１ページをちょっと読

みます。どんなに計画をつくっても、その計画

に基づいて実際に取り組みが行われなければ絵

に描いた餅でしかありません。また、計画はさ

まざまな検討を行った上で策定していますが、

実際に実行してみると、事前の見込みと違った

り、社会状況が大きく変化し、実態と合わなく

なったりすることがしばしば起こります。 

  このため、産業振興計画では、Ｐｌａｎ（計

画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（検証）、Ａ

ｃｔｉｏｎ（改善）というＰＤＣＡサイクルを

絶えず繰り返すことで、計画の実効性を高めて

います。 

  具体的には、個々の取り組みについては数値目

標を設定した上で、その取り組みの進め方、手

順、人的財政的資源の投入量などが適切かつ効

果的であったかを四半期ごとに点検しています。 

  ということで、この計画は、先ほど申し上げま

したように４年単位でつくられていくんですが、

絶えずバージョンアップしているんですね。で

すから、４年期間の２年目にはバージョン２、

３年目にはバージョン３、その次にはバージョ

ン４ということで、絶えずバージョンアップが

繰り返される。つまり、ＰＤＣＡがしっかり機

能しているというふうな、今、体制になってい

るということです。 

  この実践の３つ目のポイントですが、実行体制

あるいは推進体制が非常にきめが細かく、念入

りにつくってあるということだと思います。そ

の結果、知事の本気がそれと一体化して、県庁

自体が大きなベクトルを形成しているというこ

とになるかと思います。 

  県庁内の体制はもとより、庁外にも250名から

成るフォローアップ委員会というものがつくら

れて、これは産業別はもとより地域別にもつく

られて、必ず数値が上がるようなフォローアッ

プをしている。しかも会議も年４回にわたって

行われる。つまり、計画ができ上がったら、つ

くりっ放しという状態ではなくて、それにかか

わる人たちが県庁の職員も庁外の人も含めて必

死になって数値目標を上げるために頑張ってい

る、こういうふうな計画だということです。 

  ４つ目のポイントですが、知事のこれはお達し

なんですが、役人根性、役人体質を脱皮せよと

いうふうな知事の指示があります。 

  よく、前例がないからできないというような前

例主義がございますが、これを脱却すること。

それから失敗を恐れないで、失敗をとがめない

で挑戦と前進せよということで、やってみなけ

ればわからないではないかということで、県庁

職員も必死になって汗をかいているということ

だそうです。 

  私は、この話を伺って、先ほど紹介いたしまし

た、こういった米沢市のさまざまな産業別の計

画もございますけれども、やはりつくった後の、

このＰＤＣＡサイクルをしっかり確立して形に

していく、数値目標を達成していくというふう

な執念といいますか、こういった思いと、それ

からそれを実行する体制づくりというものが非

常に大事ではないかと思いまして、ぜひこれを、

もちろん米沢市でも取り組んでほしいと思うわ

けですが、第１項目めの質問の１つは、ぜひ中

川市長を先頭に、ここは高知県庁ということで

自治体の機構は違いますけれども、手法として

は非常に学ぶべきものが多い中身がある計画だ

と、あるいは実践内容だと思っておりまして、

私は、ぜひ一度幹部職員や市会議員の私たちを

対象にして、高知県の幹部職員を招いた勉強会

を、まずやってはどうですか。このことを１つ

目の質問にしたいと思いますので、市長さんか

らはぜひ前向きなお答えをいただきたいという

ふうに考えております。 

  次に、大項目の２つ目です。 

  伊達政宗と舘山城を前面に押し出した観光戦略

をすべきではないかというふうな項目でござい

ます。 
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  まず初めに、この８月なんですが、ある市民の

方から私宛てに下さった手紙がございます。こ

れをちょっと紹介したいと思います。 

  前略、来年は伊達政宗生誕450年の年です。正

確には2017年９月５日が生誕日です。旧暦では

８月３日です。これらに合わせて、米沢市では

これを記念したイベントなんかはないのですか。 

  せっかくのチャンスです。盛り上げるには絶好

の機会です。舘山城の国指定史跡のこともあり

ます。何らかの動きがあればいいのですが。 

  市や観光協会にこれをリードする気があるので

しょうか。市民には見えてきません。もしない

とすれば、よほどの鈍感で、歴史観光を掲げる

米沢市はお粗末としか言いようがありません。

ないようであれば、機運を起こすしかありませ

ん。議会でも取り上げてほしいものです。渡辺

謙なんか呼んでイベントしたら、最高に盛り上

がるのにと思います。本気になっていません。

いい意味でのリードする歴史観光ばかが必要で

す。 

  伊達氏３代と政宗生誕の地、米沢をテーマにし

て、米沢伊達友の会のような集まりを持ちたい

ものです。言うならば、伊達氏に関心、興味の

ある人、政宗が好きな人に広く集まってもらい、

ワイワイガヤガヤと歴史談議に花を咲かせるの

もいいでしょう。 

  それから、伊達氏についての勉強会をしたり、

次に伊達ゆかりの地をめぐるツアーなどを行い、

知識、認識を深めファン層を広げることです。

そして、純粋に伊達氏を愛する会の組織を固め

ていくことでしょう。 

  当初は、趣旨は小さくてもいいのです。伊達藩

を集約する集まりがないのが米沢の現状で、そ

れが問題なのです。鶴岡は、酒井アンド加藤で

歴史観光を先導しています。とにかく上杉氏だ

けに偏重した歴史観光に風穴を開けたいもので、

このままでは高畠に水をあけられてしまいます。 

  というふうなお手紙が届きました。最後のくだ

り、高畠に水をあけられてしまいますというこ

とだったんですが、表紙にこうやって伊達政宗

と書いた立派なパンフレットがございます。こ

れをつくったのが山形県高畠町ですね。高畠町

観光協会がつくったものですよ。 

  なぜ高畠で伊達政宗かといえば、伊達が最初に

置賜に入ったのが高畠で、これは1380年のこと

です。伊達政宗との関係でいえば、伊達政宗が

幼少期に資福寺というところで和尚さんに勉強

を習ったというふうなゆかりがあるということ

で、高畠町では懸命に伊達政宗を前面に出して

観光客を誘客しようということで、こういった

ものをつくっております。 

  それに対して米沢市は、舘山城が史跡に指定さ

れたのがことし３月なので、まだ時間が経過し

ていないというふうなことがあるかと思います

が、しかし私の感覚からしますと、この手紙の

主のように、もっともっと伊達政宗を前面に出

して、米沢に誘客を図ることが可能なのではな

いかというふうに思います。 

  今、伊達政宗を取り上げたいタイミング、こう

いったタイミングがあるのではないかというふ

うに思うことが幾つかあります。 

  今、紹介のありました、来年が生誕450年とい

う節目だということです。それから、舘山城が

国の文化庁の史跡の指定を受けたということ。

それから、昨日の鈴木藤英議員の一般質問の中

でも触れられましたが、小野川スキー場の付近

にあります天狗山というんですが、天狗山館が

つい最近発見されました。 

  この天狗山館は、専門家の見立てによりますと

舘山城の大きさよりもはるかに大きい、約２倍

の大きさの大変大きな山城だそうで、その専門

家がおっしゃるには、この山だけでも十分に国

の史跡の指定を受けられると、そういう価値が

ある山であるというようにおっしゃっておりま

した。 

  それから、仙台がもちろん来年450年というこ
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とで大変盛り上がっておりますが、具体的には

仙台では、次のような取り組みも、今、進んで

おります。 

  京都の清水寺というお寺がありますね。崖っぷ

ちに柱を建てて基礎をつくって、建物をつくる、

ああいう工法を懸づくりというそうですけれど

も、米沢の舘山城にも、何とこの懸づくりの建

物があったというふうな記録があるそうでござ

います。 

  伊達政宗は米沢から岩出山、そして仙台に移っ

て、青葉城のところに、この懸づくりの建物を

つくったというふうな記録があるそうで、仙台

では、この懸づくりの城を再興しようと、再建

しようということで、今、それが進んでいるそ

うです。 

  それから、市民ミュージカル伝国座が、来年５

月に梵天丸をテーマにしたミュージカル作品を

上演するということが決まっています。それか

ら上杉博物館では、ことしの10月と11月に伊達

の特集の展示をいたします。それから、やがて

の話ですが、東北中央自動車道が開通しますの

で、こうなりますと福島県の伊達、相馬からた

くさんの伊達のファンがやってくる、そういう

ルートが、大変便利になりますので、多くの誘

客が期待できます。 

  また、先日の市政協議会でも発表がありました

が、会津、喜多方、米沢の３市の連携事業、こ

ういったものも始まりますので、その方面から

の誘客も大きく期待できるということがあるか

と思います。 

  それから、舘山城には建物自体は残っておりま

せんが、現在、ＡＲというものがありまして、

仮想現実といいますか、山大と提携すれば、そ

こにスマートフォンやタブレットを持っていっ

たら、舘山城のかつての姿が浮かび上がってく

ると、こういったことも山大と連携をすればで

きるかと思うので、非常におもしろい展開がで

きるのではないかと思います。 

  最後に、直接これは舘山城とは関係ないことな

んですが、来年は雪灯篭まつりの40周年の記念

の年でございます。ついこの間、産建の有志の

方たちでお話しになりまして、ぜひ40周年を盛

り上げようということで話が盛り上がった際に、

私から、それならばぜひ、伊達の450年というも

のをそこに乗せて、大いにアピールしてほしい

ということを申しましたら、それをやろうとい

うことで、大変大きな盛り上がりになった経過

がございます。 

  現在では、まだまだ市民の中に伊達政宗の生誕

の地であることやら、450年の記念の年であるこ

とやら、あるいは伊達政宗が25歳までここで過

ごして、南奥州を支配した時期、大変栄華を誇

った時期が、実は米沢で彼は住んでいたんだと

いうふうな大変大きな事実、こういったことを

認識をしておらないのではないかなと思う中で、

私は、ぜひともこの伊達政宗の、あるいは舘山

城といったものを、今後の米沢の観光戦略の中

心に据える、そのぐらいの考えで展開をすべき

ではないかということを提案したいと思います。 

  項目の２つ目の質問内容は、１個目は、今申し

上げた観光戦略の中心に据えたらどうか。それ

から２つ目については、舘山城、現状、今、整

備は済んでおりませんが、自由に入っていいと

いうことになっております。 

  そういう中で、今、全国から訪問客が訪れてい

るという実態がございます。国の指定を受けま

したので、整備費用は国が出すということにな

っておりますので、ぜひ、整備計画を一刻も早

く進めていただきたい。そして、一部危険箇所

がございますので、その整備計画が本格的に始

動する以前に、軽微な整備として、何とか手す

りや安全柵などをつくるなどできないか、この

ことを２つ目の質問にしたいと思います。 

  それから、３つ目の質問は、今申し上げました

ように、まだまだ市民の中に、伊達政宗や舘山

城の認識が広まっていませんので、もっともっ
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と市民が、私たちの郷土愛を考えるときに、上

杉、そして伊達、この２つが私たちのルーツな

んだというふうに思えるような意識を醸成する

ような取り組み、こういったものに着手をして

いただきたいということを３つ目の質問にした

いと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 髙橋英夫議員の質問にお答えをい

たします。 

  私からは、１番目の高知県庁の「本気チャレン

ジ」に学ぼうについてお答えをいたします。 

  議員ご承知のとおり、米沢にはさまざまな資源

があり、多様な産業がありますが、私は、米沢

は何といってもものづくりのまちであるという

考えでおりますし、また、米沢の元気をつくっ

ていくためには、産業政策の中でもものづくり

産業の活性化が最重要課題であると考えており

ます。 

  こうしたことから、このたび、技術革新と人材

育成を核とした高付加価値なものづくりの実現

を基本目標として、挑戦し成長し続けるものづ

くり産業を目指す第２期工業振興計画の策定に

取り組んでおるところであります。 

  行政においては、それぞれの分野における施策

を推進するために、各種の計画を策定しており、

それらの計画に基づいて事業を実施していると

ころであります。 

  こうした計画は、策定して終わりではなく、実

施状況や目標の達成状況を検証しながら、計画

を修正しながら実施していくＰＤＣＡサイクル

による計画のマネジメントは欠かせないものと

認識をしております。 

  本市でも、評価の仕方や時期等は、それぞれ計

画の内容や実情に応じてさまざまではあります

が、まちづくり総合計画を初め各種計画におい

てＰＤＣＡの実施を位置づけて、その進行管理

を行っておるところであります。 

  御提案の高知県の産業振興計画は、商工業以外

にも農業、林業、水産業、観光など全産業を包

括する大変幅の広い計画でありまして、フォロ

ーアップ体制としても各産業分野の団体の代表

者、学識経験者、市町村の代表による産業振興

計画のフォローアップ委員会のほか、専門分野

ごとの専門部会など、数多くの組織が位置づけ

られております。外部委員だけでもお話にあり

ましたように約250名の方がかかわっておられる

ようであります。本市の計画とは趣旨や規模に

異なっているようにも思えますので、そのまま

取り入れることは難しいのかなというふうに思

っております。 

  ただ、しかしながら、この産業振興の支援、行

政の支援というのは、中心的なものは補助金と

なっているというふうに私は理解をしておりま

す。今までですと、補助金を出して、それなり

の成果については一定程度実証しているにして

も、こういったものをどうやって追跡をし、成

果がどの程度上がっているかと、そういったも

のをしっかりと検証していくことが、これから

の産業全般の非常に私は重要な課題だというふ

うに思っております。 

  そういったことも含めまして、第２期工業振興

計画の推進に当たっては、市内部だけでなく、

産業界はもちろんのこと大学や高校などの教育

機関や商工会議所、金融機関等の各種関係機関

が連携して取り組んでいく必要があるというふ

うに思っております。 

  具体的な事業計画につきましては、産業界や大

学等にいらっしゃるすぐれた外部人材の御意見

をお聞きしながら、これまでの発想から脱却し

た新しい事業をアクションプランに位置づけ、

成果を上げていくとともに、単なる評価ではな

く事業を成長、継続するためにさらに連携を拡

大していけるような新しい評価のシステムを構

築し、関係者が意欲を持って事業の推進に取り
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組めるような新たな米沢方式のマネジメントの

あり方について模索をしてまいりたいというふ

うに思っておるところであります。 

  そういった新たな米沢市の米沢方式のマネジメ

ントをどう進めていくかにおいては、例えば、

御質問にありましたように高知県の、もう少し

私も高知県のやり方を勉強してみまして、そう

いった方法が本当にやはりこの米沢方式にも合

致するというものであれば、その場合、講師と

してお招きするのも、これは考えてもいいので

ないかなと、こんなふうに思っております。 

  なお、そういったことを含めまして、具体的に

はこれから検討させていただきたいというふう

に思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 ただいま市長から答弁があり

ましたが、まず、計画のマネジメントについて、

私から各論としてお答えをさせていただきたい

と思います。 

  各種計画における評価は、事業の実施状況の確

認のみならず、実施計画で位置づけたさまざま

な事業について、国や県の新たな方針や、業界

を取り巻く課題や取り組みなどの状況の変化を

踏まえながら、取捨選択を行うとともに、新た

に必要となる事業の位置づけなどを行っており

ます。 

  第１期工業振興計画においても、平成24年度に、

計画全体の中間評価としてアクションプログラ

ムの進捗状況をチェックした上で、この改定を

行い、事業の追加や整理を行ったところであり

ます。 

  また、個別の事業については、毎年事業を推進

するに当たって事業内容の検討を行うとともに、

改善を図っているところであり、予算要求時に

おいても事業の進捗状況等をチェックをしてい

るところであります。 

  計画は、つくって終わりではないという御指摘

はごもっともであります。本市といたしまして

も、計画行政を進める中で計画の評価と修正は

重要なものというふうに認識をしております。

この工業振興計画におけるその手法については、

市長答弁にもありましたが、より有効な評価と

改善に結びつくような、評価だけではなく改善

と評価が融合するような、そうした仕組みづく

りを全国の例も踏まえながら、今後具体的に考

えていきたいというふうに思います。 

  次に、観光政策でありますが、観光誘客での伊

達氏や舘山城跡の活用と伊達政宗生誕450年を契

機にした取り組みについてお答えをさせていた

だきます。 

  本市は、全国的にも知られる戦国大名伊達氏、

上杉氏とゆかりの深いまちであります。しかし

ながら、今の町並みは上杉景勝によって城下町

の整備が進められ、現在の市街地の原型がつく

られたことから、上杉の面影が色濃く残ってお

り、上杉の城下町米沢をキャッチコピーに全国

に発信してまいりました。 

  そのようなことからも、本市の知名度は、全国

的にも米沢牛と並び上杉の城下町というイメー

ジがある程度定着をしているものというふうに

推測をいたします。 

  その中で、本市が持つ自然と文化、歴史などさ

まざまな観光素材を盛り込みながら、多様化す

る観光客のニーズに対応すべく、観光情報の発

信を行い、本市への観光誘客を図ってまいりま

した。 

  伊達氏ゆかりの地としては、昭和62年ＮＨＫ大

河ドラマ「独眼竜政宗」の放送で盛り上がりを

見せましたが、残念ながら継続的なものとはな

らず、現在では、松が岬公園内に伊達政宗生誕

の地の標柱や石碑で観光客に対して紹介をして

おりますが、関連史跡等が少ないことから、余

り積極的に前面に打ち出してこなかったという

のが実情かというふうに思っております。 

  しかし、このたび舘山城跡が国指定史跡となっ
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たことを受け、歴史愛好家などからの注目度は

増してきておりますので、今後の舘山城跡の発

掘調査、整備計画策定の推移なども考慮しなが

ら、伊達政宗を観光素材として有効に活用でき

るように、その対応を考えていきたいというふ

うに思います。 

  なお、現在の舘山城跡ですが、地権者の了解を

得て公開をいただける状況になっておりますの

で、観光ガイドブックにこれを掲載をして、紹

介をしているところであります。 

  次に、来年の伊達政宗生誕450年についてであ

りますが、市民の方々でも伊達政宗と米沢の関

係や生誕450年を迎えることについては、知らな

い方が多いように思います。 

  教育委員会では、先ほど議員からも御紹介があ

りましたが、ことし舘山城跡の国史跡の指定を

記念しながら、10月から上杉博物館で特別展

「伊達氏と上杉氏」の開催、来年は米沢市民ミ

ュージカルで伊達政宗をテーマに公演を計画し

ているということでありますので、これらのイ

ベントに合わせて伊達政宗の生誕450年を知って

いただき、本市を治めた伊達氏を知る契機とな

るよう、連携をしてＰＲの方法などを検討して

いきたいというふうに思います。 

  また、伊達ゆかりの地である仙台市とは、青葉

まつりや上杉まつりでのイベント交流や、観光

ＰＲを行ったり、伊達市でも観光イベントの相

互ＰＲなども行っていることから、伊達ゆかり

の地の相互連携による観光誘客促進についても、

引き続き取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、舘山城跡の今後の

整備計画についてお答えいたします。 

  舘山城跡は、本年３月に国の史跡に指定され、

本市では上杉治憲敬師郊迎跡、米沢藩主上杉家

墓所、一ノ坂遺跡、古志田東遺跡に次いで５番

目の国史跡となりました。 

  舘山城跡は、山城の遺構が良好な形で残ってお

り、東北地方の中近世社会を考える上でも重要

な歴史資産であることが評価され、国の史跡に

指定されたものであります。 

  そこで、舘山城跡の今後の方向性についてであ

りますが、まだ未調査の箇所も残っております

ことから、教育委員会としましては、引き続き

発掘調査を継続していくこととし、その成果を

加味しながら、将来的には史跡公園としての整

備をしていきたいと考えております。 

  具体的な作業計画としましては、発掘調査と並

行しながら、まずは遺跡を適切に保存していく

ための保存活用計画や、史跡公園としての整備

に向けた整備計画を策定していくことになりま

すが、これらの計画の策定には二、三年程度か

かるものと見込んでおり、その後、史跡整備に

かかわる実施設計などを経て本格的な整備へ進

めていければと考えております。 

  本来であれば、今年度からこうした作業に順次

着手する予定でありましたが、平成30年度から

置賜広域行政事務組合が所管する浅川最終処分

場において拡張工事が計画され、その用地が大

南遺跡という埋蔵文化財包蔵地であることが判

明したため、現在、平成28年度、29年度の２カ

年事業で緊急発掘調査を最優先で実施している

ところであります。 

  このため、舘山城跡の保存整備につきましては、

今年度は国史跡の概要を示す説明板等を設置す

るほか、上杉博物館における特別展や記念講演

を行うものの、具体的な作業計画に着手できる

のは、早くても平成30年度以降になるものと考

えております。 

  また、御質問にあります観光への展開につきま

しても、文化財の活用の観点からも大変重要な

ことと考えておりますが、史跡整備計画の策定

過程におきまして、観光サイドから誘客に向け
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たさまざまな御意見やプランなどをお聞きし、

それらを整備計画へ具体的に反映させながら整

備事業に取り込んでいけるものと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 高知県庁の「本気チャ

レンジ」についての、先ほどお話ししなかった

部分がありまして、これをちょっとお話しした

上で、ぜひ山口産業部長に感想というか御意見

をお伺いしたいと思っています。 

  というのは、ここは８年目ですよね。それで非

常に成果が具体的に上がっているというふうな

報告が、このパンフレットには書いてあります。

同じものを市の側にも２セットずつお上げして

いますので、場合によっては、部長さんもごら

んになったかと思いますが、高知県では、特に

地産地消だけでなくて、地産外商ということで、

地元の市場だけでは小さいので、付加価値率を

上げるためには地産外商だということで、外向

けに物を出荷するということを選択的に当初か

ら行ってきております。 

  この地産外商公社等のサポートによって、外商

が飛躍的に拡大したと、ここにグラフがござい

ます。これが、計画初年度の平成21年度との対

比で、平成27年度には成約件数37倍に増加して

いるそうです。 

  また、ものづくり地産地消・外商センターの一

貫サポートによる外商が大きく前進ということ

で、センターの外商支援による受注金額が、平

成24年の2.5億円から16倍に増加しています。 

  それから、ここは南海トラフ地震が非常にリス

クが大きいということで、防災関連産業という

ものも大きく成長させようというような戦略を

持っているんですが、この防災関連型の製品の

販売額も、平成24年の0.6億円、6,000万円から

昨年には40倍に増加していると。 

  それから、県外からの移住者も大幅に増加して

いまして、平成23年の120人、それから昨年は４

倍に増加しているということで、この計画の実

践が非常に効果的にＫＰＩの成功といいますか

増加につながっているというふうなことで、手

法という点だけでなくて実際に成果が数字的に

も確認されるということが、私は非常にすばら

しいというふうに思って感銘を受けたところで

す。 

  部長さん、商工それから観光それから農林とい

うことで、米沢の産業の全ての統括の立場でご

ざいます。それぞれに計画をつくって、この間、

推進されてきましたが、このような高知県の数

値的な成功なんかを見て、どのような感想をお

持ちでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 壇上からも、私、申し上げた

わけでありますが、いわゆる外部評価というの

は、要するに進捗状況の確認と、うまくいって

いない場合の原因究明、そういうところで終わ

ってしまうのが大体行政体の中での評価なのか

なというふうに思っております。 

  私、先ほど申し上げましたのは、やはり大事な

のはフォローアップによる改善、これにどうや

って結びつけていくかという部分でありますの

で、例えば、今、紹介があったようなフォロー

アップ体制によっていろいろな成果が上積みさ

れていく、いわゆる外部委員の人的なネットワ

ークであったり、さまざまなものが生かされな

がら事業がより推進されていくという姿なんだ

ろうと思います。 

  要するに、評価だけではなくて、フォローアッ

プを含めた一つのいろいろな業界が集まってき

ているプラットフォームができ上がっているの

かなというふうに感じました。 

  私どもも、市長答弁にもありましたが、これか

らものづくりを振興していくに当たって、やは

りそういうプラットフォームを構築しながら、

さまざますぐれた人材があって、ネットワーク
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もありますので、そういうものを活用しながら、

評価だけにとどまるのではなくて、評価する側

も参画をしながら事業をさらに成長させていけ

るような評価・改善一体となったような、そう

いうシステムを、ぜひつくっていきたいものだ

なというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 髙橋議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 今年度から、米沢ブラ

ンド総合戦略の事業が開始されております。こ

の高知県の計画を見ますと、高知県の県政浮揚

のためには、特定の事業体の支援ではだめなん

だと。オール高知、あのブランド戦略でもオー

ル米沢と言っています。つまり、これまでは有

機ＥＬとか、山大のイノベーションセンターと

か、さまざま支援してきたと思うんですが、オ

ール米沢で、全ての商品や製品について、今、

部長がおっしゃられたフォローアップ体制をと

って、一つ一つが数字を上げていくというふう

なことを、ぜひ体制をとってやっていただきた

いということをお願いしたいと思います。 

  次に、観光の話にまた移ります。 

  先ほどの部長のお話の中で、これまで「独眼竜

政宗」で盛り上がりがあったけれども、伊達の

史跡が少なくてなかなかだったというようなこ

とがございました。 

  先ほど壇上で紹介しました、私に手紙を下さっ

た方が、非常にきめ細かい伊達の史跡というも

のを、ずっと、こんなふうに歩いたらどうかと

いうふうなプランを書いてくださいました。 

  この中には、伊達氏ゆかりの地ということで県

外のあちこちのコースがいっぱいあるんですが、

この中から米沢に関連した部分、ちょっと紹介

しますと、斜平山城砦群ということで、きのう

も話題になった山城、古城探索コースというこ

とで、斜平山にある古城群と舘山城を結ぶルー

ト、この具体的なルートは、笹野山館から赤坂

館、古志田館、片倉山館、愛宕山館、羽山館、

それから館残館、赤芝館、そして最後に舘山城

というふうなところをめぐるルート。 

  今、この言葉を聞いて、一体何のことかと思っ

た方もあるかと思いますが、実際に先ほど発見

されたという天狗山館以外に、斜平の周辺には、

今申し上げたようなたくさんの山城の遺跡、遺

構がございます。 

  これは、山城のファンにとっては非常に魅力的

なコースで、こういったところをずっとトレッ

キングをしながら見て回るというふうなツアー

が実現すれば、きのう、我妻德雄議員が盛んに

提案しておりました滞在型のツアーといいます

か、こういった観光誘客が可能だと、こういう

一つの大きなアイテムになってくるのではない

かなというふうに思われます。 

  あとは、別の米沢コースは、成島八幡、それか

ら舘山城、舘山寺、覚範寺跡、片倉山舘、笹野

観音、関の支倉郷、鷺城、川井館、長手館、昌

傳庵ということで、市内をめぐるというふうな

ルートも、この方は提案されております。 

  このように、決して伊達の史跡がないわけでは

なくて、たくさんの史跡はあるんだということ

です。 

  今、紹介した中で、冒頭に名前が出ました成島

八幡については、島貫宏幸議員からも話があり

ましたけれども、これは広幡にあるわけですが、

仙台の大崎八幡から年に１回大型バスがやって

くるそうですよ、この成島八幡に。 

  つまり、米沢の人は意外と知りませんが、仙台

の人は、この成島八幡にしても舘山城にしても、

非常に愛着といいますかゆかりを感じておられ

る。仙台の市長さんは、舘山城を仙台の実家だ

というようにおっしゃっているそうですよ。な

ので、舘山城を、実家をよろしくということを

おっしゃっていたというような話も伺っており

ます。 

  そのようなわけで、決して史跡が少ないという

わけではなくて、このようにたくさんの史跡も

ございますし、先ほどの高畠の資福寺ですか、
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こういったことも含めれば、非常におもしろい

展開が可能になってくるかと思います。 

  また、上杉の史跡のように形になっているとこ

ろ、確かに多くはないんですが、今申し上げた

ような展開その他ということに加えまして、あ

とはやはり市民の意識を醸成する中で、舘山城

や伊達政宗を前面に押し出すというふうな仕掛

けづくりというのも、一方では大事かと思いま

す。 

  昨年の五虎退展示に合わせてあった取り組みに

ついて振り返りますと、見るものは刀剣１本し

かなかったんですけれども、市民がたくさんの

関連グッズあるいは食べ物などをつくっておも

てなしに成功したというように考えますと、い

ろいろな工夫やアイデアというものがあるので

はないかなというふうに思われますので、ぜひ

とも、そのような市民の動きが立ち上がった際

には、行政としても大いにバックアップをして

いただきたいということをお願いしたいと思い

ます。 

  若干、観光戦略全体的な話になってしまうんで

すが、今度は副市長さんにお伺いしたいと思い

ます。 

  副市長さんは、米沢市に来られたばかりで、む

しろ外の世界をよく知っておられますので、外

の方の感覚というか見方も非常に参考になるの

で、今からあることを私、申し上げますので、

これについてもちょっと感想を聞かせていただ

きたいと思います。 

  今、手にしているのは、昨年のなせばなる秋ま

つりのチラシでございますが、ことしなくなっ

てしまいましたが、昨年まで米沢時代行列とい

うことで、米沢にゆかりのある人物の行列がご

ざいました。30名以上の方が行進をしたわけで

すけれども、今からちょっとどんな方がいたか、

副市長さんには、実際に時代行列でそういう人

が歩いたんだということをイメージしていただ

きながら聞いていただきたいと思いますが、ま

ず小野小町、佐藤継信、佐藤忠信、那須与一、

西條倫房、伊達政宗、支倉常長、上杉景勝、直

江兼続、上泉泰綱、前田慶次、お船の方、武田

信清、菊姫、甘粕右エ門、吉良義堯、新貝弥七

郎、山吉新八、上杉鷹山、お豊の方、細井平洲、

近藤勇、堀粂之助、堀内素堂、伊東昇迪、色部

長久、雲井龍雄、上杉茂憲、チャールズ・ヘン

リー・ダラス、宇加地新八、ルイザ・イムホフ、

こういった人たちが、昨年の秋まつりでは時代

行列で行進された方です。 

  もし、副市長さんがその現場で、こういう人た

ちの時代行列を見ていた観光客だとして、どの

ような、この事業に対して感想をお持ちでしょ

うか、ちょっとお聞かせください。 

○海老名 悟議長 井戸副市長。 

○井戸將悟副市長 私、昨年の秋のお祭りを実際に

見ていないので、想像しながらお話ししていま

すけれども、大体、早口で述べられた人物像に

ついては、米沢に来て私も５カ月たっているの

で、いろいろと知識が入ってきているところで

す。 

  印象的なことを一つ申し上げますと、やはり目

の前に見えるというのは、非常にリアリティー

があるということ。その人物像について、歴史

的なゆかりがどうあるかというのは、かなり勉

強しないと、一見さんで、お祭りの行列を見た

人が、全てわかるというのは不可能だと思って

います。 

  私、先般、友好都市である富山の魚津の祭りに

行ってきましたけれども、魚津市役所の人は、

昨年のお祭りに行列の一人物として行列に参加

させていただいたことを非常に感謝しておりま

した。やはり、通常のお盆祭りではなくて、時

代的な催し、今、世の中はやりなので、そうい

ったところが資源としてあるというのを、非常

にうらやましくしゃべっておられたことは印象

的でした。 

  そういった全国の観光地を見ますと、時代劇的
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な衣装をまとって、いろいろとパフォーマンス

をやるというのは、誘客にはすごく有効だとは

思います。 

  私が初めに、来る前に同僚にも、私は農水省の

畜産の人間なので、米沢牛というのは昔から知

っていました。米沢についての知識について知

っているかということを尋ねると、城下町だと

いうのは結構有名なんですけれども、城下町だ

といって米沢に行ったらお城がなかったという、

そこが印象に残らなかったというのは結構言わ

れていまして、お城があればいいなとかいうの

は個人的な意見です。 

  春の上杉まつりも含めて、先般私、相馬市の野

馬追も行ってきましたけれども、やはり真剣さ

があって、非常に興味深く見させていただきま

した。今後とも、いろいろとお祭りの中でアド

バイスできるところがあれば、積極的に発言し

ていきたいと思っています。また、ことしの秋

まつり、期待したいと思います。 

  いろいろ言えないですけれども、申しわけあり

ません。 

○海老名 悟議長 髙橋議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） ありがとうございます。 

  今、ずらっと読み上げました。私は、この31名

の米沢にゆかりのある偉人といいますか、この

人たちの名前を見て２つの点で思ったことがご

ざいます。 

  １つ目は、ずらっと読んできましたら、やはり

断トツに伊達政宗というのがビッグネームなの

ではないかなというふうに思いまして、つまり、

全国を旅する人のある意見ですけれども、例え

ば直江兼続、確かに「天地人」のときに、ああ

やって全国的になりましたけれども、余り知ら

れてなかったぞと。上杉鷹山もそうなんですが。

それに対して、九州でも伊達政宗といったらみ

んな知っているということで、そういう意味で

はやはり、もっともっと、繰り返しの主張にな

りますけれども、伊達政宗というものを前面に

出す意味合いは大きいのではないかなというこ

とが１つ目の私の感想でした。 

  それから２つ目は、これほどたくさんの方たち

がいるわけですから、こういった人たちをめぐ

るツアーが楽しめるように、深掘りスポットを

つくってはどうかなと思っているんですね。 

  つくるといっても、今あるものを使えばいいわ

けです。例えば、前田慶次であれば無苦庵です

とか、善光寺とかございますよね。そうすると、

今の旅というのは、ただ単にまち歩きというふ

うな、まちを平面的に歩くというふうなことだ

けではなくて、自分の好きな人物について深く

掘り下げたいというふうなファン、コアなファ

ンが集まってくる、そしてお金を落とすという

ふうな傾向がございます。 

  昨年も、前田慶次のテレビ番組もありましたし、

行事もございました。たくさんの方が集まって

こられましたが、ただ、事後の話を聞きますと、

前田慶次のファンというのは善光寺それから慶

次清水を見るけれども、上杉神社にはとても関

心がないと。だから、万世には行くけれどもま

ちは歩かないというふうな方が多いんだそうで

すよ。 

  それで私、ではどうしたら、まちの中でお金が

落ちるかということを考えるわけですけれども、

まちの中に、例えば前田慶次を深掘りするスポ

ット、例えばあるお店の人が、この店に来たら

前田慶次のことはいっぱい話せるよというふう

な本やアイテムをそろえてお迎えをするという

ようなことを仕掛けをつくったらどうかなと思

ったんですね。 

  この間、新文化複合施設ナセＢＡがオープンし

まして、非常にたくさんの市民が活用されてお

りますが、このナセＢＡの活用法の一つとして、

ナセＢＡを本拠地にして、ナセＢＡに行けば今

の例で言うような前田慶次についてのコーナー

があって、しっかり観光客でもじっくり楽しめ

るようなコーナーでの深掘りができる。 
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  さらに、そのコーナーには前田慶次の深掘りス

ポットについての案内、ガイドがあって、その

ガイドを例えばＱＲコードで検索して出向いて

みると、前田慶次のファンの方が集まっている

とか、店主の方に深く話が聞けるとかというふ

うな、そういう魅力のある深掘りスポットをた

くさんつくるというふうに考えますと、先ほど

ずらっと30名以上の名前を挙げましたが、こう

いった一人一人について、市民が自分の一番好

きな人、詳しい人についての展示をするとかと

いったことを自分のお店でやるとかという展開

をすれば、ナセＢＡが本拠地になって深掘りス

ポットがサテライトになる。ナセＢＡを軸にし

たサテライト型の深掘りスポットがたくさんあ

る文化のまち、歴史のまち米沢、こういった大

きなダイナミックな展開ができるのではないか

なということを思いました。 

  先ほど、質問前に市長さんにお伺いしますよと

振りましたので、最後に、こういうせっかくで

きましたナセＢＡを最大限有効に活用する上で、

今言ったような、米沢にゆかりのあるような人

たちのことが深掘りできるようなことを、市民

の力でたくさんあちこちにつくる、それとナセ

ＢＡが連動する、こういった一つのまちづくり

の戦略、私はおもしろいのではないかなと思い

ましたが、最後に市長の感想を聞いて終わりま

す。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 本当に米沢、いろいろな戦国時代、

それ以前からも、それなりの歴史に登場する方

が誕生されておると、そういったところで、大

変私としては、本当に誇りを持っているという

ところでございます。 

  そういった方々を、どのように顕彰しながら、

今後どのように活用していくかということにつ

いては、ナセＢＡも含めまして、どのような格

好でできるかということを、しっかりとこれか

ら検証しながら進めていきたいというふうに思

っております。 

  舘山城の問題につきましても、私、荒城の月で

有名な竹田市の竹田城に一遍行ってきたときが

ありますけれども、やはり何もないところで物

語としてあるわけですよね、荒城の月というよ

うなことで。ですから、舘山城も、何もないん

だけれども、そういったやはり物語で散策でき

るようなことなんかも、これから考えていく必

要があるというふうに思っております。 

  でありますから、地域の資源でありますので、

少しでも多くの方に観光交流できるようなこと

を、やはり考えてまいりたいと、このように考

えて検討させていただきたいというふうに思い

ます。 

○海老名 悟議長 以上で20番髙橋英夫議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を11時10分といたします。 

 

午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢北インターチェンジ周辺の開発につ

いて外２点、15番佐藤忠次議員。 

  〔１５番佐藤忠次議員登壇〕（拍手） 

○１５番（佐藤忠次議員） おはようございます。 

  最初に、このたびの台風10号で被害に遭われた

北海道、岩手県で亡くなられました多くの方々

に、心より哀悼のまことをささげ、お見舞いを

申し上げます。 

  東北中央自動車道路が平成29年度開通を目の前

にして、今回も一般質問をさせていただきます。 

  米沢の今後10年、20年、50年を考えると、今、
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提言したいことがたくさんあります。すぐに実

現できなくとも、方向だけでも私の考えに同調

していただければ本望です。 

  置賜は一つです。３市５町を携えて20万田園都

市を築いていきたいものです。究極の行財政改

革は、合併しかありません。現在、置賜は合併

しなくても、ごみ処理は３市５町、消防は２市

２町で問題なく順調に動いているではありませ

んか。 

  さて、平成29年度には東北中央高速自動車道路

が開通し、米沢福島間は高速道路で20分となり

ます。この道路を生かすも殺すも、現市長の考

え方一つです。 

  現在の山形新幹線は、米沢福島間30分、先ごろ

の台風９号では終日運休でした。冬期間の雪に

よる運休や事故も多々あります。 

  今年、県ではフル規格新幹線で秋田まで延伸の

運動が始まりました。同じくして米沢市も、山

形新幹線フル規格構想の建設期成同盟会が発足

しました。 

  完成は10年後か20年後になるかわかりませんが、

駅舎は現在の駅舎でなく新駅舎になると思いま

す。また、米沢福島間は新栗子トンネルよりも

長いトンネルになるのではないかと思われます。

またそのときは、新しいまちづくりが必要にな

ると思います。 

  今回は、米沢北インターチェンジ周辺の開発に

ついてお伺いいたします。 

  かつて、故髙橋元市長は、物流基地をつくりた

いと言っておられました。私は、加えて高速バ

スターミナル構想も必要かと思います。 

  前安部市長のときには、民間よりショッピング

センター構想の要望書が提出されましたが、用

途地域問題で却下されたようです。やはり、市

が率先して商業団地や産業団地を造成すべきと

思います。 

  元農林水産大臣の遠藤武彦先生は、置賜農業共

済組合事務所を北インターチェンジの近くに建

設されました。 

  置賜は一つです。20年後、50年後の米沢を見越

し、病院、市庁舎など公共施設の集積を図られ

たらいかがでしょうか。中川市長じきじきの御

所見をお伺い申し上げます。 

  今、全国的な人口減少なので、国では政策とし

て地方創生に力点を置かれています。米沢の地

方創生はどのように考えておられるのか、市長

にお伺いいたします。 

  空き家というと暗いイメージを起こさせますが、

空き家は貴重な資源です。今、都会では団塊の

世代の方々が定年を迎え、第２の人生を楽しも

うとしています。自然豊かで安心・安全な米沢

に空き家を利用した高齢者の移住促進をやられ

たらいかがでしょうか。お伺いします。 

  平成17年、国直轄による東北中央自動車道路の

起工式が行われ、そのときの基準ぐいは、元農

林水産大臣遠藤武彦先生宅に大切に保管されて

います。 

  また同じ年、上郷地区に道の駅建設期成同盟会

が設立され、数年にわたり運動を展開してきま

した。地区挙げての運動が実り、国、県、市の

合意が調い、平成29年度完成に向けて、今、盛

り土作業が行われております。この道の駅は、

県南の玄関口であることから、米沢市の観光事

業に大いに利活用したいものです。 

  山形新聞社は、創刊140周年記念事業として地

方創生の柱の一つである「インバウンド（訪日

外国人客）の誘客強化」を目的に、台湾をター

ゲットにした「けらっしゃいＹＡＭＡＧＡＴＡ

プロジェクト」を、この秋から展開するようで

す。便乗して、米沢の地方創生に向け大いに活

用したいものです。 

  県が力を入れておる台湾からの観光客誘致と台

湾語での案内板の設置については、どのように

お考えでしょうか、お伺いします。 

  次、東日本大震災以後の危機管理についてお伺

いします。 
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  市における放射能対策はどのようになされてお

るのでしょうか。平成26年３月カテゴリ：放射

能測定情報によりますと、山形県の土壌からキ

ロ690ベクレルのセシウムが検出とあり、当市の

板谷でも680ベクレルを検出と報道されています。

また、市内７カ所の調査による放射性セシウム

は、県立東高等学校で40ベクレル、市立南原小

学校で33ベクレル、市立三沢東部小学校山梨沢

分校23ベクレル、市立三沢西部小学校5.8ベクレ

ル、大沢分校記念館63ベクレル、市立関根小学

校73ベクレル、市立関小学校綱木分校150ベクレ

ルが検出されておるようです。当市では、その

後同じ場所での調査がなされておるのでしょう

か。お伺いします。 

  本市では、２カ月に１回空間放射線量測定を万

世小学校と南原小学校で測定しておるようです

が、今回報道されたのは、土壌中のセシウムで

す。雨水で農業用水に入り、植物から人体に吸

収されたら大変なことです。いっときも早く、

この７カ所の土壌分析を実施していただきたい

と思います。蛇足かもしれませんが、学校給食

も定期的に測定されたらいかがでしょうか。 

  以上、壇上からの質問は終わりますが、答弁に

よっては質問席より質問させていただきます。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 佐藤忠次議員の第１点目、米沢北

インター周辺の開発についてと、地方創生の概

要についてというようなことで、総論、基本的

な考えについて、私から答弁をさせていただき

ます。 

  まず、北インター周辺の土地利用であります。 

  現状を見てみますと、現在、優良農地というこ

とで農振の網がかぶっておりますし、また、昨

年度、27年度に国営の水利事業、米平の水利事

業が終了いたしました。そのことによっても、

今後の土地利用については一定程度の網がかぶ

っているという現状であります。 

  でありますので、簡単に土地利用、開発につい

てどうこうという状況にはありませんけれども、

しかし、来年度、東北中央自動車道が開通する

というお話もありましたし、いずれ、近い年次

の中では白鷹米沢間の国道287号のバイパスとい

うことで高規格の道路も開通することになって

おります。そして、あの周辺には国道121号のバ

イパスということで高規格の道路も既に完成し

ておるところであります。 

  こういった事情から考えますと、本当にこれか

ら交通の要衝になってくるということは間違い

ない事実になってくるというふうに思っており

ます。 

  そこで今、いろいろ議員から御例示をいただき

ました、これからの土地利用については、やは

り、今後置賜全体のことを見据えながら、どう

いうような周辺の土地利用というものを考えて

いかなければならないかということは、大きな

今後の課題になってきているというふうに判断

をしております。 

  でありますから、優良農地は優良農地としまし

ても、今後でありますけれども、やはりこれか

らの時代を見据えながら、土地利用を私は考え

ていくべきではないかというふうに思っており

ます。 

  この件についての詳細な部分については、担当

部長から答弁をさせていただきますので、よろ

しくお願いをします。 

  いずれにしましても、北インター周辺の今後の

土地利用というのは、これからの米沢市にとっ

て大きな課題であるということだけは、今の段

階で申し上げさせていただきたいと、このよう

に思います。 

  次に、地方創生の基本的な考え方についてお答

えをいたします。 

  本市の地方創生の概要と空き家を活用した移住

促進並びに外国人観光客誘致による地方創生に

向けた基本的な考え方についてお答えをいたし
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ます。 

  詳細については、担当部長からお答えをいたし

ます。 

  地方創生は、東京圏へ人口が一極集中し、その

一方で地方においては急速に人口が減少してい

る状況において、これに歯どめをかけ地方を活

性化することにより、日本全体の活力を呼び戻

そうと国が最優先課題の一つとして進めている

政策であります。 

  国の求めに応じて、本市においても昨年度末に

米沢版まち・ひと・しごと総合戦略を策定した

ところであります。 

  本市総合戦略においては、基本目標として大き

く４つ掲げております。 

  １つ目には「雇用の創出を目指すしごと 産

業・雇用対策」、２つ目は「市内への人の流入

を目指すひと 社会動態対策」、３つ目に「出

産、子育て支援を目指すひと 自然動態対策」、

４つ目に「住みよいまちづくりを目指すまち 

地域づくり対策」と、それぞれ４つの内容を組

み込み、各施策を進めておるところであります。 

  地方創生の期間は平成27年度から平成32年度ま

での５年間であり、策定に当たっては具体的な

目標値の設定も求められており、本市において

も設定しておるところであります。その目標値

を目指し、本市の地方創生、全体まちづくりを

進めていきたいというふうに思っておるところ

であります。 

  私からは以上で、詳細については部長から答弁

をさせます。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、まず最初に北イン

ターチェンジ周辺における商業団地や産業団地

の造成についてお答えをさせていただきます。 

  ただいま市長のほうから、将来の課題として、

この周辺の土地利用について考えていくんだと

いうふうな答弁がありました。ただ現在は、コ

ンパクトなまちづくりを推進している中であり

ますので、米沢北インターチェンジ周辺を含め

まして、市が郊外部において商業団地等の大型

商業施設等の造成を進めることについては、現

時点では予定をしていないところであります。 

  また、産業団地の造成につきましては、米沢八

幡原中核工業団地と米沢オフィス・アルカディ

ア団地の利用率が、ことし８月末現在で、八幡

原が91.75％、オフィスが55.26％となっており、

議員御指摘のように、将来的には新たな団地の

造成も検討をしていかなければならない時期が

来るものというふうに捉えております。 

  しかしながら、団地の造成には多大な投資が必

要であり、企業動向等を踏まえた将来の回収の

見込みなどを慎重に検討していく必要がありま

す。 

  その一方で、現在の企業動向としては既存の空

き工場等を活用する事例が多くなってきている

状況もあり、現時点においては、まずは八幡原

中核工業団地と米沢オフィス・アルカディア団

地の未分譲地並びに南工業団地等の未分譲区画

や市内の空き工場等への企業誘致、さらには立

地を進めようとしている企業の支援に取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

  次に、本市の地方創生についてのうち、中国・

台湾からの観光客の誘致と中国語の案内板設置

についてお答えをいたします。 

  御承知のとおり、国では地方創生の柱の一つと

して、外国人観光客の誘致を促進しております。

山形県においては、特に台湾からの誘客に力を

入れており、昨年の５月に日本と台湾の双方向

交流拡大に向けた「2015日台観光サミットｉｎ

山形」が開催されたところであります。 

  これを契機に、本市でも特に台湾をターゲット

にした観光誘客を展開してまいりました。具体

的には、平成26年10月に台湾への現地プロモー

ションとして飯豊町の観光協会、長井市の観光

協会、米沢の観光コンベンション協会が出向い
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て、旅行会社を中心に営業活動をしており、昨

年10月には置賜地区の観光協会と本市も参加を

し、２回目の営業活動を行っております。 

  今後も継続をして行っていく必要があることか

ら、ことしの10月には、置賜地区の観光協会合

同による第３回目の営業活動を行う予定にして

おります。 

  一方で、市単独事業としては、国の地方創生加

速化交付金を活用し、米沢観光コンベンション

協会と温泉米沢八湯会も参加をして、10月に台

北温泉祭りに出展をし、観光キャンペーンを開

催する予定となっております。 

  あわせまして、広告宣伝としまして、台湾雑誌

で日本文化を紹介している「秋刀魚」という雑

誌があるんですが、これの７月号と９月号に本

市の温泉を含めた観光ＰＲ記事を掲載すること

になっております。 

  こうした活動の中、ことしの７月には台北駐日

経済文化代表処の副代表が本市を訪れまして、

市長と懇談も実現しております。今後、台湾に

おける本市の認知度も少しずつ高まっていくも

のというふうに捉えております。 

  さらに、ターゲットとなる台湾の観光客が米沢

の何に魅力を感じているのか、観光施設等で何

が不足をしているのかなどの観光客のニーズを

把握するための在日外国人モニターツアーや、

市内宿泊施設にお泊まりをいただいた外国人観

光客にアンケート調査などを実施して、インバ

ウンド誘致計画をまとめながら、外国人旅行者

の旅行ニーズに合った観光情報の提供や、外国

人にも優しい観光地域づくりを進めていく予定

にしております。 

  なお、中国からの誘客については、市独自には

展開をしておりませんが、山形県や東北観光推

進機構と連携をしながら、本市の観光素材の提

供などを行い、ＰＲ活動を行っているところで

あります。 

  次に、中国語の案内板設置についてであります

が、特に中国語に限定をした観光案内板の設置

ではありませんが、インバウンドの受け入れ環

境整備の一つとして、市内に11基ある観光案内

マップ看板のうち、米沢駅、松岬神社前、上杉

御廟所などの主要観光地の８基について、昨年

度地方創生先行型の交付金を活用し、英語、中

国語、韓国語の４か国語の表記に改修をしたと

ころであります。 

  また、米沢駅から上杉神社を含め市内に点在す

る史跡や旧町名由来の地へのまち歩き観光を促

進するために、多言語ではありませんが城下町

散策看板33基全てについて英語併記に修正をさ

せていただきました。 

  ほかに、情報発信ツールとして、昨年国際交流

協会に委託をし、４カ国語併記による観光情報

のホームページをリニューアルいたしました。

これによって、外国人向けに観光情報の発信を

いたしております。 

  ただいま申し上げた以外のものも含めて、観光

案内看板等全体に対する多言語表記についての

考え方でありますが、案内板の表示スペースの

制約もあって、官公庁が示している多言語対応

のガイドラインでは、日本語と英語併記が一つ

の基本ルールになっております。本市において

も、これに準じて対応したいというふうに考え

ておりますが、特に、外国人観光客が多く訪問

する観光スポットについては、別途中国語の表

記を含めた多言語表記について、補助看板等の

設置等も含めてですが対応を考えていきたいと

いうふうに思います。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１項目めの３つ目

になりますが、市立病院や市庁舎等公共施設の

集積について、それから東日本大震災の危機管

理について御答弁申し上げます。 

  まず、庁舎等の集積についてでありますけれど
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も、今年度、耐震の工法等の調査業務を、今、

委託してございます。この中で、耐震の工法、

それから耐震の補強、それから庁舎の分散化に

ついてもあわせて検討する予定でございます。 

  ただ、議員御指摘のような新たな場所への新築

移転、こういったところについては、現在は考

えていないところでございます。 

  それから、３項目めの大震災関係、放射能につ

いてでございます。 

  東日本大震災の際に起きました福島第一原子力

発電所事故による放射能に対する検査でありま

すが、国・県それから市によりまして、複数の

地点で調査項目を定めて測定しているところで

あります。 

  米沢市では、平成23年度から下水道の脱水汚泥、

道路側溝の汚泥、これらの放射能濃度、それか

ら市内における地表付近の空間放射線量につい

て測定を続けているほか、学校給食における放

射性物質の有無、それから量についても継続し

て検査を行ってきているところであります。 

  御質問の中で、市内７カ所のセシウムにつきま

して数値を示されました。この数値につきまし

ては、県が土壌の放射能測定データを発表した

平成25年度の土壌環境放射性物質等調査結果の

数値であると思われます。その中での数値とし

ては、恐らくセシウム137の数値であると思って

おります。 

  これについては、山形大学と山形県が共同で実

施した調査でありまして、平成24年度から継続

して調査を行っているものであります。県内の

２万5,000分の１地形図を５キロ四方のメッシュ

に区分しまして、市街地、集落があるメッシュ

内から学校のグラウンド、それから公園の広場

等１カ所を選定しまして調査地点としているも

のであります。調査方法としては、地表から５

センチ、それから５センチから10センチの土壌

の放射性物質濃度、それから放射性セシウム、

これは134、137になりますが、134、137の測定、

それから土壌採取地点の空間放射線量率の測定

を行って公表したものであります。 

  平成24年度、25年度の２カ年で、県内全域の調

査を行いましたが、調査の結果、自然界にはも

ともと存在している放射線量と、事故により放

出された追加された放射線の量としての追加被

曝線量が、政府の目指している１ミリシーベル

ト未満であり、除染の基準となる空間放射線量

の毎時0.23マイクロシーベルトを超える地点は

ありません。したがって県では、県内の数値は

健康に影響しない数値としているところであり

ます。 

  平成26年度からは、比較的高濃度なデータが検

出されました地点、それから地域的なバランス

などを考慮しまして県内30地点に集約され、調

査継続されているところであります。 

  米沢市内では、現在、米沢東高校、それから関

小学校綱木分校、それから関根小学校板谷分校、

この３地点で調査が行われております。いずれ

の数値も下がっているところであります。 

  土壌中のセシウムにつきましては、先ほど申し

上げましたとおり、健康に影響が出る数値は検

出されておりません。なお、セシウムの特徴と

して土に強く保持されることから、雨水などで

流れ出て人体に影響を及ぼすようなことは考え

にくいというふうな見解を県からいただいてい

るところでもございます。 

  また、県では野菜類、それから魚介類、果実、

肉類、穀類など県の農産物については、県内全

域で多種多様な品目を採取して検査をしており、

食の安全を図っているところであります。 

  以上のように、東日本大震災以降も、毎年放射

能に対する検査をさまざまな項目に対して行っ

ているところであります。 

  米沢市では、現在２カ所で空間放射線量の調査

を行っておりますが、今後も、市民の安全・安

心のために継続して測定を行っていきたいと考

えております。なお、県に対しても調査の継続
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を要望してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、１項目め、

（３）市立病院や市庁舎等の公共施設の集積に

ついてのうち、市立病院について現状を含めて

お答えいたします。 

  市立病院の建てかえにつきましては、精神科休

止に伴い基本計画の取りまとめを一時中断して

いるところでありますが、経営面での影響とあ

わせ、医師が減ったことにより一人一人の医師

への負担もふえ、それに伴い、休日夜間の救急

医療の継続が相当に厳しい状況になってきてお

ります。 

  今後は、経営面での立て直しとあわせて、今年

度内に策定される地域医療構想の案でも示され

ている必要な診療機能の重点化と病床機能間の

連携の進捗状況を踏まえるとともに、現在、市

内の輪番体制による救急医療が関係病院の勤務

医不足や医師高齢化により相当厳しい状況にあ

ることから、将来的な本市の救急医療の継続を

最重要課題として、さらには人口減少社会にお

ける地域医療のあり方について、どのような医

療連携を図っていけるのかを市内民間病院と協

議し、改めて市立病院の建てかえの考え方や見

通しを示していく必要があると考えております。 

  市立病院建てかえにおける他の市有公共施設の

集積については、本庁との連携も図りながら市

立病院の建てかえの考え方や見通し等をまとめ

ていく中で検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、初めに北イン

ターチェンジ周辺の開発についての御質問であ

りますが、物流基地につきましては、御質問の

中でもありましたとおり、かつて当該地域に計

画をしたところがあったところでございますが、

現時点においては、新たな計画を持っていない

ところであります。 

  また、高速バスターミナルにつきましては、現

在、当該地域に整備する予定はございませんが、

東北中央自動車道の開通に合わせまして、米沢

仙台間を結ぶ高速バスのルートを変更しまして、

（仮称）道の駅よねざわで乗降できるよう要請

を行っているところでございます。 

  続きまして、空き家を利用した高齢者の移住促

進について本市の取り組みをお答えいたします。 

  まず、空き家の活用につきましては、今年度か

ら実施している米沢市空き家利活用支援事業補

助金や、県の補助制度である米沢市住宅リフォ

ーム総合支援事業費補助金において、移住者に

対して上限額を引き上げるなどの特典を設けて

いるところです。 

  また、移住促進の取り組みとしましては、主に

首都圏などで実施される移住希望者を対象とし

たセミナーやイベントに参加しておりますが、

ことし８月に東京都内で開催されました県主催

の「やまがたハッピーライフカフェ」において

は、実際に移住した高齢者世代の方をゲストと

してお呼びするなど、高齢者の移住希望者も視

野に入れたプログラムを取り入れながら、山形

暮らしの魅力を紹介しております。 

  御質問の空き家を利用した高齢者の移住促進で

ありますが、基本的に空き家は一軒家でありま

すので、冬期間の雪おろしなどが必要となるな

ど、特に首都圏からの高齢者の移住希望者にと

っては、移住へのハードルをさらに引き上げて

しまう懸念もあるところであります。 

  もちろん、田舎暮らしに憧れを持ち、そのよう

な生活を希望される高齢者の移住希望者もいら

っしゃると思われますので、さまざまなニーズ

に応じた情報発信に努めながら、引き続き空き

家の利活用、そして移住促進についての取り組
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みを進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 佐藤忠次議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） それでは、もう一度質

問させていただきます。 

  置賜の各市町は、いずれも人口が減少していま

す。合併特例債がなくなりましたが、今こそ合

併が必要なときです。身近な市町と話し合われ

たらいかがでしょうか。市長にお伺いします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 いずれにしましても、置賜３市５

町、人口が減少していることは、これは事実で

あります。そういった中で、どのようにそれぞ

れ３市５町がまちづくりを進めていくか。それ

は今現在、地方創生というようなことで３市５

町しのぎを削りながら頑張っているという状況

でございます。 

  合併の話でありますけれども、まずは広域行政

をそういったそれぞれの特徴を生かした地域づ

くりを３市５町それぞれで進めておりますので、

まずそういったところをまず連携しながら、広

域行政として何かどうできるのかということを、

まず第１段階として今後は進めていくべきもの

であろうというふうに私は考えております。 

  合併については、初めから合併ありきというこ

とではなくて、まず３市５町がどういう連携を

とれるかというところを視点にしまして、これ

からの３市５町との連携を進めていくべきでは

ないかというふうに判断をしております。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） わかりました。 

  それでは、米沢インター周辺は八幡原工業団地、

オフィス・アルカディア団地などの産業集積で

す。中央インター周辺は道の駅を中心にした商

業集積と思っております。北インター周辺は、

やはり市庁舎の建設とか公共物を建てなければ、

なかなか今の現状では農振は解くことができま

せん。そんなこともありますので、ぜひ、今、

市立病院はまだ考えていないとか言われており

ますが、ぜひこの市庁舎の建てかえとか、今後

考えられるところならば、やはり北インター周

辺を考えられたらいかがでしょうか。お伺いし

ます。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 全体的な公共施設の配置

という御質問だと思うんですが、まだ具体的に

というか、もう一歩進んで、庁舎においても市

立病院においても検討した上で、それでは移転、

新たな建設という段階が、もしかして来るのか

なと思っております。その段階では、幅広く市

内でどのようなところに用地を求めるかという

のは検討するべきものと思っておりますので、

今、特定の地域というところまでは至っていな

いというところで御理解をいただきたいと思い

ます。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） わかりました。 

  ６月議会に、福島関係の避難者より借り上げ住

宅の再延長を求める請願が出されました。県で

は、職員住宅を検討しているとの報道があった

かと思います。原発問題は、まだまだ解決して

おりません。被災者の中に、米沢に永住を希望

する方がおられるかどうかわかりませんが、空

き家などを紹介されたらいかがでしょうか。お

伺いします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今年度いっぱいで住宅のあれが切

れてしまうということになって、米沢にもまだ

避難者がおいでになります。県は県で、この間

方向性を提示したようであります。県営住宅と

か、あとは職員の住宅等を50部屋くらいですか。

ただ、これから、今、民間団体でもいろいろ支

援のあり方について立ち上がっておりますので、

今後福島県がどのような対応をしてくるのか。

これはこの間、山形県のほうにも話を私からさ

せていただきました。その段階では、三県知事
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会議があるというようなことで、山形、新潟、

福島県それぞれの県知事の会合があって、その

中で話題として出すというような知事の話もあ

りましたので、そういったことも含めて、米沢

市としても今後どういうふうにされるかは県と

連携をとりながら、今あった空き家対策、空き

家の利活用も今後含めて考えていくべきものな

のかということについても、もう少し時間をか

けて、どのような福島県との避難者のかかわり

ということも含めて、そこら辺、もう少し注視

しながら、何らかの方法、腹は米沢市も固めて

おかなければならないのかなというふうに思っ

ておりますので、この件については、どういう

ふうに空き家も含めて避難者対策を進めていく

かというのは、もう少し時間をいただきたい、

このように思います。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） ありがとうございます。 

  視点を変えます。 

  今、大河ドラマで真田丸が放映されております。

親方様で上杉景勝公や直江兼続などが登場して

いますが、この大河ドラマは米沢の観光客には

どのように影響があるものかどうか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 今、突然の御質問だったわけ

でありますが、統計的に、いわゆる今やってい

る大河ドラマと連動して、米沢のどこかの施設

に見に来たんだというふうなものは把握をして

おりませんので、具体的にはちょっと数字はつ

かめていないというのが実態です。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） わかりました。 

  それでは視点を変えて申し上げます。 

  きのうの相田、山村議員から質問がありました

が、きのうからあすにかけて、フレキシブル・

プリンテッド・エレクトロニクス国際会議が、

今、米沢で開かれておるようです。 

  きょうの米新を見ますと、外国人が150名ぐら

い、国内からは250名ぐらい、総計で400名ぐら

いが宿泊されておるとのことです。 

  米沢の経済効果には大きな影響があると思いま

す。これもやはり、山大工学部のおかげだと思

います。特に、外国人の誘客は歴史や文学だけ

では足を運んでくれません。ことしからオフィ

ス・アルカディアの有機ＥＬのモデルハウスが

一般公開されたと聞いております。ぜひ、観光

地の一部にされたらいかがでしょうか。お伺い

します。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 米沢の観光資源としての位置

づけまでにはまだなっていないわけであります

が、やはり山形大学工学部の存在は非常に大き

いというふうに私どもも捉えております。 

  特に、今回のような国際会議は、やはり大学が

主催をして開かれる、それに伴って経済波及効

果が生まれるという構図になっておりますので、

こうしたコンベンションの受け入れについても

支援できる制度を今年度から米沢市も設定をい

たしました。 

  県のほうの支援もございますので、あわせて今

回の国際会議のほうにも市と県の財源をもって

支援をするというような格好にしておりますの

で、今後とも、大学と連携をとりながら、国際

会議等についてはさまざまな支援、人的な支援

もございますが、そういったもので連携をして

いきたいというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） ありがとうございます。 

  今、私が国内で一番行ってみたいところは、埼

玉県庁にあるスマート水素ステーションです。

燃料電池車ＦＣＸクラリティ、これは特注車だ

そうです。時価にすると１億円ぐらいするそう

ですが、３年前の話ですので、今では大分安く

なったと思います。水素タンクには４キロの水

素が充塡でき、620キロメートルの走行が可能だ



- 96 - 

そうです。今、埼玉県の知事公用車として使用

しているようです。将来は、家庭用水素供給装

置として普及を目指すとあります。 

  海外からの誘客を目指すには、有機ＥＬのモデ

ルハウスのみではボリュームに欠けていると思

います。オフィス・アルカディア内のサイエン

スパークに、燃料電池車を使用したモデルハウ

スなどをお考えになられたらいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 御指摘のように、水素燃料電

池車も、それから充電式のＥＶもそうなんです

が、災害時等において家庭への電力供給ができ

るというふうな仕組みがございます。 

  今、具体的にサイエンスパークの中で、そうし

たモデルハウスを構築するというふうな具体的

な案は、今現在持っておりませんが、今後、大

学の研究が進む中で、そうした展開も出てきた

場合については、これは支援をして一緒に連携

をとっていく必要があろうというふうに思って

おります。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） ありがとうございます。 

  ぜひ考えていただきたいと思います。 

  最後になりますが、私が今、外国に行きたいと

思ったら、やはり北欧の国デンマークで４番目

に大きい島ロラン島です。100％の自然エネルギ

ーの島です。風力発電が主です。今、国会議員

の先生方も大分視察に訪れているそうです。人

口は６万人ぐらい。今、ロラン島とドイツの地

下道、海底の地下道が建設されているようです。

米沢市も、数年後を目指し、自然エネルギー

100％の米沢を目指そうではありませんか。市長

のコメントをお願いします。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 できればこういった内容の質問が

あるということを通告していただかないと、な

かなか難しい、答弁に窮する部分があるわけで

す。ただ、これからの自然エネルギーについて

の考え方について、では述べさせていただきま

すけれども、米沢においては主に太陽光発電の

中で再生エネルギーというのが大分進んできて

いるというふうに思っております。 

  そして、先日でありましたけれども、南工業団

地の中にバイオマス木材チップを活用しての発

電の起工式がございました。来年の12月を目標

にして木材バイオマスでの発電が可能になって

くると。そして、余熱を利用しても野菜関係の

ほうにも余熱利用で栽培するというようなこと

になっております。 

  でありますから、いろいろと今後、そういった

自然に優しく、そういったエネルギーの開発と

いうのは、今後とも私は進んでいくものだとい

うふうに思っております。 

  そうした場合に、前にも佐藤議員からお話があ

りました天然ガスを利用しての発電ということ

も、この周辺では考えることが可能だというふ

うに思っておりますので、そうした地域のそう

いった再生可能に活用される自然のエネルギー

というものの活用については、今後ともいろい

ろな角度から考えていかなければならないし、

またそういったものについて、企業からのそう

いった設置についても、米沢としても機会ある

ごとに捉えて進めていく必要があるというよう

に思っております。 

  今の段階での考え方について、述べさせていた

だきました。 

○海老名 悟議長 佐藤議員。 

○１５番（佐藤忠次議員） 大変ありがとうござい

ました。この続きは、12月に通告して質問させ

ていただきます。 

  きょうはこれで終わります。どうもありがとう

ございます。 

○海老名 悟議長 以上で15番佐藤忠次議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を午後１時といたします。 
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午後 ０時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、農福連携の推進について、18番齋藤千惠

子議員。 

  〔１８番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１８番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。 

  一新会の齋藤千惠子でございます。 

  まず初めに、このたびの台風10号で北海道、岩

手県においてお亡くなりになられた多くの皆様、

そして被害に遭われた方々、そしていまだ行方

不明の方々に、心から哀悼の意を表します。心

からお見舞い申し上げますとともに、一日も早

い復興を御祈念申し上げます。 

  本日は、お忙しいところ傍聴においでいただき

ました皆様、本当にありがとうございます。常

に初心を忘れず、市民の皆様の負託に応えられ

るよう精いっぱい取り組んでまいりたいと存じ

ます。 

  きょうは、二十四節気の白露。本格的な秋が訪

れ、朝になると草花に朝露がつき始める時期で

す。また、リオデジャネイロパラリンピックが

開幕いたします。もっとも、日本時間ではあす

８日になるようですが、選手の皆様におかれま

しては、持てる力を存分に発揮できるよう、御

祈念申し上げるところです。 

  さて、今回は農福連携の推進について質問いた

します。 

  今、日本の農業において、農業の働き手の高齢

化が進み、その数もこの20年ほどで約半数まで

減少しています。一方、障がい者福祉では働き

たくても働く場所が見つからない状況が続いて

います。 

  こうした双方の課題解決につながる糸口が、人

手が足りない農業と働く場の確保を結びつける

農福連携です。両者を一つにすることで、課題

解決の可能性が十分あると考え提案するもので

す。 

  福祉分野においては、農業を通じて得られる心

身のリハビリテーション効果、共同作業による

社会参加の促進効果のほどが改めて評価されて

います。 

  全国的に障がい者の就労訓練、雇用の場として

農作業を取り入れたいと考えている福祉施設が

増加しています。すなわち、自然の中での労働

は最大の福祉ケアなのです。 

  そこで、農福連携に対する市長の認識をお聞か

せください。また、米沢市農業振興計画にのっ

とった農林課、そして福祉課の認識もお聞かせ

ください。 

  次に、本市における現状と課題についてですが、

まず農業における課題については、農業従事者

の高齢化により農業労働者の減少や耕作放棄地

の増加が課題であると私は考えます。 

  ５年ごとに発表される農林業センサスによりま

すと、本市の総農家数は平成22年には1,806戸、

前回の平成17年に比べると197戸、9.8％減少し

ております。 

  また、販売農家における農業就業人口は2,008

人で、前回に比べ408人、16.9％減少し、平成７

年以降の農業就業人口に占める65歳以上の人口

推移を見ると、年々高齢者の占める割合が増加

し、平成12年以降は農業就業人口の半数以上と

なっております。この数字から見ても、農業の

担い手不足は明らかなのです。本市における現

状と課題について、改めてお尋ねいたします。 

  一方、福祉分野における課題としては、働きた

くても職場がなかなか見つからない状況にある

と思います。障がい者の就労は、福祉的支援の

ある施設で働く福祉的就労と、民間企業や官公
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庁などで働く一般就労に大きく分かれますが、

最終目標は一般就労なのではないかと考えます。 

  そこで、お尋ねいたします。 

  本市における障がい者の就業率、人数、在宅者

数、一般就労への移行の現状、特別支援学校か

ら一般企業への就職率、人数をお知らせくださ

い。また、障がい福祉サービスの利用率、人数

もお知らせください。 

  さらに、障害者総合支援法施行を踏まえて、福

祉分野における課題としては、本市としてはど

う捉えているのかお尋ねいたします。 

  障がい者就労施設による農の取り組みとして、

本市でも活動内容を下請作業だけでなく、太陽

のもとで大地に触れる農業をと取り組んでいる

施設があります。そこでは、障がいの程度や能

力に合った作業を設定でき、生活リズム、つま

り早寝早起き、そして体力がつく、経験と体験

を積み、手間、手数が要る農業で障がい者の方

は、その部分で大きな力を発揮することができ

るというお話でした。 

  そこでお尋ねいたします。 

  本市における福祉サービス施設のうち、障がい

者の方が農業活動に取り組んでいる現状と課題

についてお知らせください。 

  次に、厚生労働省や農林水産省が進めている取

り組みの一つであるこの農福連携、その中でも

完全人工型植物工場というシステムに大きな期

待が寄せられていることは、大いに注目すべき

点だと思います。 

  この植物工場とは、一言で言えば土のかわりに

肥料を溶かした水溶液を使って室内で大量の植

物を育てる方法です。施設内の温度、光、炭酸

ガス、溶液などの植物の成育に必要な環境条件

を自動制御装置で最適な状態に保ち、生産する

システムです。 

  このシステムは、雪深い本市にも最適と考えま

す。つまり、施設内栽培のため天候や気候に左

右されることなく周年計画的に一貫して生産で

きることです。とりわけ、農業に従事したこと

のない人でも取り組みやすく、毎日収穫できる

ので、年中安定した仕事量や内容が可能なので

す。 

  さらに、地面と切り離した多層型の栽培方式で

あるため、どんな場所でも植物を栽培できるの

です。さらに、そこで働く人の作業環境も最適

化できるのです。障がいを持った人もともに働

くことのできる可能性があるのです。 

  この農福連携の推進力となり得る植物工場のシ

ステムを本市の農福連携の一つの取り組みとし

て提案するものです。 

  最後に、農業と福祉を相互理解を深めながら連

携し、障がい者の就労の場の確保と農山村の活

性化に結びつけるためにも、行政内部、外部に

おける情報収集、支援策の一元化など、部局横

断的な連携に対する認識をお尋ねいたします。 

  自治体の責務として、障がい者の雇用や作業を

する場所をふやすことを行政として積極的に取

り組まなければなりません。農業と障がい者支

援をミックスすることで、双方にケミストリー

が発生します。障がいを持っている人の多くは、

手間、手数が要る作業の部分で大きな力を発揮

するそうです。彼らのできない部分は、障がい

者支援スタッフが担うことができます。できな

いことはできないけれど、経験を積むことでで

きることをふやしていくことは可能なのだそう

です。 

  農業分野、福祉分野のみならず、商工部局の参

画のように、行政内部での連携が充実すれば、

販路面など支援の幅の広がりも期待できるので

す。そして、双方の連携で障がい者の方々が社

会の存在意識をみずからの手でかち取ることで、

あすの農業の一翼を担うことができるのです。

農福連携に取り組むことが、農業分野において

も福祉分野においても必ずや必要であることを

強く訴え、壇上からの質問を終わります。 

○海老名 悟議長 中川市長。 
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  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 齋藤議員の農福連携の認識につい

て、私からお答えをさせていただきます。 

  今日まで、米沢市内においても農福連携でいろ

いろな花の栽培とか、また野菜の栽培にかかわ

っている就労支援Ｂ型であったり、またＡ型で

も同じでありますけれども、取り組んでいる施

設は、それなりにあるというふうに理解をして

おります。 

  私も、今までかかわってきたこういう就労支援

施設の中で、やはり農業に関して、そういった

栽培等について取り組んでいるところの指導員

の方々からお話を聞くと、やはり２つの効用、

目的があるというふうに理解をしております。 

  まず１点目は、そういったことで、今お述べに

なられましたように、１つは就労の場というこ

とを確保する。もう１点は、就労することによ

って野菜や花を育てることによって少しずつ自

立を目指していく方向性もとられているという

ふうにお伺いをしております。 

  でありますので、農福連携については、今後い

ろいろなＮＰＯ団体との連携も深めながら、就

労の場の確保もそうですし、少しずつでありま

すけれども、障がいを持った方々が自立に向け

て一つの生活の場であるというような認識に立

って、今後米沢市も推進をしていくべきだと、

このように考えております。 

  以上であります。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、まず最初に、農福

連携の推進についての農業と福祉の連携の必要

性の認識についてお答えをさせていただきます。 

  御指摘のとおり、農業分野における障がい者就

労、いわゆる農福連携については、近年大変注

目されてきているものであります。 

  農林水産省、農林水産政策研究所においては、

平成19年度から継続して調査研究を行い、それ

以前から全国各地で取り組まれてきた農業分野

における障がい者就労の先行事例の分析から、

第１に農業の担い手確保と農地の有効利用によ

り農業が維持される点、第２点に障がい者の安

定的な就労の場を形成している点、第３点とし

て、障がい者の農業分野での就労を進めること

が農村における健常者の雇用の場を創出するこ

とにもつながっている点を指摘しております。 

  本市においても、福祉分野の事業者が農業に取

り組んでいる事例が見られ、福祉分野の主体に

よる農業への取り組みは広がりつつあり、農福

連携の必要性、重要性については十分認識をし

ているところであります。 

  米沢市農業振興計画においても、農業と福祉分

野の連携や障がい者への農業とかかわる交流の

支援を行うことというふうに位置づけをしてお

ります。 

  次に、農業従事者の高齢化率、減少率、耕作放

棄地増加のデータについて現状をお答えをさせ

ていただきます。 

  本市の基幹的農業従事者は、2015年の農業セン

サスでは1,361人であり、うち65歳以上は748人

で、高齢化率は55.0％であります。10年前の

2005年における基幹的農業従事者は1,675人、う

ち65歳以上が853人で、高齢化率は50.9％でした

ので、基幹的農業従事者は、この10年間で314人、

率にして18.7％減少し、高齢化率は4.1ポイント

上昇したことになります。 

  また、本市の耕作放棄地につきましては、2010

年には182ヘクタールとなっており、ピークであ

りました2000年以降、解消事業の推進等によっ

てわずかに減少はしているものの、今後、農業

従事者の減少と高齢化がこのまま進めば、再び

拡大することが予想されております。 

  このため、解消事業のさらなる推進と多様な担

い手の育成確保、また有害鳥獣対策が重要かつ

喫緊の課題となっているところであります。 

  次に、植物工場についての御質問にお答えをい
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たします。 

  農福連携のみならず、農業経営においては植物

工場などビニールハウスや水耕栽培施設は、季

節や天候に左右されず、特に降雪のある冬場で

も安定した収穫が見込まれることから、通年雇

用や賃金の安定化にもつながるものと考えられ、

農業所得の確保と安定が期待されております。 

  なお、一方で建設のための初期投資や冬期間等

加温が必要な場合の光熱水費など、費用のかか

り増しも考えられ、支出に見合った収益の確保

が課題であるというふうに思われます。 

  生産者が取り組む生産基盤施設の整備に対しま

しては、国の交付金制度がありますので活用い

ただけるものというふうに思います。 

  次に、連携方法はさまざまでありますが、本市

ではどのような方法で連携をしていくのかにつ

いての御質問にお答えをいたします。 

  農福連携に関しては、さきに申し上げました農

林水産政策研究所の研究成果によりますと、大

きく４つに分類をされております。 

  第１に就労継続支援事業で施設外就労等、農作

業請負のマッチング支援、第２に障がい者が農

業経営体で就労する場合の就労支援、第３には

福祉分野からの農業参入する場合の支援、そし

て第４にこれら３つの支援の幾つかを組み合わ

せ、または複合的に支援するものでありますが、

本市におきましては、どの方法をとるかを決め

て進めるよりも、まずは始められるところから

取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

  市役所内部の農林課と社会福祉課が連携をして、

部局横断的に支援に取り組むとともに、福祉事

業者と農林課との情報交流、農業者への障がい

者との連携に関する情報発信など、段階的に支

援を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

  なお、これまでの支援や連携の事例といたしま

して、平成25年度に市内の就労継続支援事業所

がイチゴを生産する農業グループを立ち上げま

して、そのイチゴを使ったお菓子の製造を行う

取り組みを、これに対して市が支援をしており

ます。 

  また、昨年度は有害鳥獣対策として取り組んだ

山際の柿の収穫と干し柿づくりにおいても、市

内の就労継続支援事業所に加工を委託するなど、

連携を図ってきたところであります。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、（１）農業と

福祉の連携の必要性についてと、（２）本市に

おける現状と課題についてのうち、障がい福祉

に関する質問についてお答えいたします。 

  最初に、障がい福祉分野における農業と福祉の

連携の必要性についてお答えいたします。 

  近年、全国的に特定の法人や障がい者の雇用に

特別に配慮した特例子会社と連携し、障がい者

の農業活動による就労支援に取り組んでいる自

治体の例も多く話題を呼ぶようになりました。 

  また、農業と福祉の連携による作業収益の向上

や、一般就労に結びついた事例、農作業を通じ

て障がい者の心身の安定が図られるなど、よい

効果を得ているとの話も聞くところであります。 

  しかしながら、本市における障がい者の就労支

援におきましては、事業所で持っている土地を

利用して農作業を行っている事例が多く、その

後の一般就労までには至っていないのが現状で

あります。 

  また、冬期間の作業を考えた場合、ビニールハ

ウスの設置や室内でできる作業の工夫及び農産

物の加工など、国の補助制度の活用や民間企業

における設備投資も含めて、今後の基盤整備に

おいても研究、検討が必要な分野であると考え

ております。 

  以上のことから、農業と福祉の連携につきまし

ては、期待できる効果も大きく大変興味深いも
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のであり、その必要性や重要性については十分

認識しているところでありますが、一般就労に

つながるような支援のあり方や、農業の担い手

となり得る障がい者の育成・支援のあり方など

の課題も多く、今後、庁内関係課や関係機関に

おける連携研究が必要であると考えているとこ

ろであります。 

  続きまして、障がい者の在宅者数と就労等に関

する現状について、データ等についてお答えい

たします。 

  平成27年度の障がい福祉サービス利用者は、全

体では688人おりまして、そのうちグループホー

ムや在宅で生活している人は552人となっており

ます。 

  障がい福祉サービス利用者の中で、就労系障が

い福祉サービスの利用状況としましては、就労

継続支援Ａ型は41人、就労継続支援Ｂ型は328人、

就労移行支援は23人となっており、利用者は就

労継続支援Ｂ型を中心に年々増加傾向にありま

す。 

  また、一般就労に関しましては、米沢公共職業

安定所の管内２市２町のデータということにな

りますが、従業員50名以上規模の企業は130社で

あります。その中で平成27年度については、障

がい者を320.5人雇用しております。短時間雇用

の場合ですと0.5人とカウントしますので、この

ような数値になっております。 

  このうち、身体障がい者は247.5人で77.2％、

知的障がい者は60人で18.7％、精神障がい者は

13人で4.1％となっております。業種別では、製

造業59社、医療福祉関係が24社、建設業８社で

障がい者を雇用しております。 

  次に、米沢養護学校の平成27年度卒業生の進路

状況でございますが、21名中１人が一般就労し

ており、サービス業に就職したとのことであり

ます。 

  また、19人が障がい福祉サービスを利用してお

り、内訳としては就労継続支援Ｂ型が８人、就

労移行支援が１人、残りは他のサービスの利用

となっております。卒業生の52.4％が本市の出

身となっております。 

  続きまして、障がい者の一般就労の課題、福祉

法人等との連携等についてお答えいたします。 

  まず、障がい者の一般就労の課題についてであ

りますが、米沢市内には就労継続支援Ａ型事業

所が４カ所、就労継続支援Ｂ型事業所が19カ所、

就労移行支援事業所が６カ所あり、多くの障が

い者が利用しております。 

  作業内容としましては、箱折りやボールペン組

み立て等の内職作業、食品や小物の製造、販売

や接客等多種多様でありまして、園芸や農業等

を行っている事業所も15カ所あります。 

  このような就労系福祉サービス事業所を利用し、

さまざまな作業スキルを習得することができま

すが、反面、企業や事業所側の求人に合致でき

ず、一般就労に至っていないのが現状であり、

課題でもあります。 

  また、一度は就労できましても、仕事や対人面

でのトラブルなどで長続きせず、短期間で離職

してしまう事例が多い状況がございます。 

  このような状況を改善するためにも、障がい者

の職場適用を支援するジョブコーチの利用や、

関係機関の連携を強化し支援していく必要があ

ると考えております。 

  さらに、福祉法人との連携については、老人福

祉施設や障がい者施設等での障がい者雇用の実

績も見られることから、福祉法人内における障

がい者雇用も大変重要な就職先となっておりま

す。 

  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 齋藤千惠子議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。 

  農福連携に対する市長の認識、そして農林課、

福祉課、それぞれの認識については、思うとこ

ろ同じのところでございました。 
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  ただ、大変残念だったのは、最初に申し上げて

おきたいなと思うのですが、今、農福連携が始

まったわけではなく、前々からこの現状と課題

については農業と福祉の分野に対して、この連

携が必要だという必要性については、当初から

いろいろなところで言われてきておりますし、

また、全国的にも農福連携を進めている市町村

がたくさんございます。その中において、相変

わらず同じような、要するに必要性は認識して

いるものの、今後、研究や検討を重ねなければ

ならないと思っているという、そういう御答弁

を聞いたことは大変残念です。 

  やはり、行政としての役割をきっちり認識なさ

っていらっしゃるわけですから、１年、１年進

めていかなければいけないと思うのです。同じ

言葉を検討する、研究する、今後課題が多いの

でと一言におっしゃるのは大変残念な答弁でご

ざいました。 

  そこでお尋ねいたします。 

  先ほど、御答弁の中で産業部長のところで、

「事例が見られ」とか、言葉は大変きついかも

しれませんが、何か人ごとのような受動的な、

何と言ったらいいのか受け身のような、行政が

果たすべき役割をきちんと積極的に支援してい

るのかというふうな、クエスチョンマークがつ

くような御答弁でございましたが、多様な担い

手の確保ということで、課題として上げていら

れましたが、具体的にはどのようにお考えにな

っていらっしゃるのか、農業の部分に対して多

様な担い手の確保というふうな御答弁がありま

したが、具体的なことがあったらお知らせくだ

さい。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 壇上で冒頭私が答弁をさせて

いただきましたのは、農福連携について政府、

農林水産省がこれまで研究を続けてきた中で、

農業サイドのほうから見た場合に、どういうメ

リットがあるかというものが３つ整理をされて

いるということで回答させていただいたわけで

あります。 

  繰り返しになりますが、農業の担い手確保、そ

れから農地の有効活用については、やはり農福

連携をどんどん進めていくことが農林水産省と

して農業政策として必要なんですよというふう

な認識が示されているということを、私はなぞ

ってお話をしたつもりでございます。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） 私も今回のこと、実

は６月のときにこれをしようと思っていたもの

ですから、資料だけはたくさん見たのですが、

農林水産省、それから厚生労働省、さまざまな

分野で農福連携ということはうたっていらっし

ゃるわけですが、本市にとって農業の部分で担

い手の確保ということでは、どのようにお考え

ですか。本市においてというところをお聞かせ

ください。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 先ほどもお答えしましたが、

農業振興計画の中でも位置づけをさせていただ

いております。担い手の確保というところまで

踏み込んだ中での障がい者等の連携というふう

な捉え方は、まだこの段階ではできていないわ

けでありますが、障がい者、高齢者も含めて農

業、農村での交流を支援をしながら、就労のき

っかけづくりを進めていくんだというふうなス

タンスで位置づけをさせていただいております。 

  農業就労をする際に当たって、やはりさまざま

な作業過程があって、それを標準化して障がい

者の方にやっていただけるようなルーチン化を

していくということが非常に難しいものもござ

います。例えば畜産みたいなものについては、

当然、専門的過ぎて障がい者の方にはなかなか

難しいものがありますが、先ほど例に挙げてい

ただきましたような、例えば水耕栽培における、

そういう植物工場的なものになれば、障がい者

の方も車椅子に乗ったまま移動しながら、ルー
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チン化した作業ができる、それが民間のほうで

そういうことが進んでいけば、就労のチャンス

もできてくるんだろうというふうに思います。 

  ただ、今現状として、植物工場、野菜工場なる

ものが、どうしても農業者が設置をしたもので

ないと税法上の優遇措置がないものですから、

先ほど申し上げましたように暖房を入れたりと

か初期投資の部分で、なかなか利益を回収でき

ないという現状にありますものですから、今の

段階では、どうしても福祉施設が主体になった

中での取り組みしか目に見えてきていないとい

うのが現状なのかなというふうに思っておりま

す。 

  ただ、つい最近ネットで探したのですが、野菜

工場、要するに農地でないところで、例えば都

市計画区域の中での工場というふうな工業用地

というふうな区域の中で、工場を改修して野菜

工場をつくった場合に、これは農地法を改正し

ようかというふうな動きが国のほうでも進んで

まいりましたので、こうした動向を見据えなが

ら、米沢市でもそういう環境ができてくれば、

現実的な就労の機会というのはふえてくるので

はないかなというふうに期待をしております。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） 本当に、植物工場は

やはり初期の費用も本当に数千万円かかると言

われておりますし、照明、ランニングコストな

どの維持費なども、普通の農業から比べたら倍

以上というふうに言われております。 

  今、部長がおっしゃったとおり、植物工場がコ

ンパクトシティーと連携するということで、さ

まざまな別な分野で資するものがあるというふ

うに注目されているところでございましたので、

農福連携の一つの手だてとして、ぜひそんなこ

ともこれから考えていただきたいなと思って申

し上げたところであります。 

  先ほどの福祉の部分についてですが、数字はお

聞きしてよくわかりましたが、さまざま、障が

い者の方々もいろいろな課題があるわけですが、

一般就労、ここにまで至らない理由、先ほどち

ょっとお話しいただきましたが、最終的な目標

は、やはり一般就労なのではないかなとは私は

思っておりますが、一般就労に至らない理由と

いうことが、もしおわかりだったら教えてくだ

さい。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 一般就労で、相手の企業

なり事業所側が求めておられる業務内容、成果、

そういったものに対しまして、実際、障がい者

の方々いろいろ特性がございます。そういう中

で、確実にそういった企業が求めている成果な

り、そういったものをなかなか達成できないと

いいますか、うまくマッチングしないという部

分だと思います。 

  求められている仕事の内容と、実際できる内容、

そのあたりがなかなかうまくマッチングできて

ないということが一番理由だというように考え

ております。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） そうしますと、その

マッチングできていない、そのことに対しては

どのような手だてをとっていらっしゃいますか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 就労できる方というのは

そういう業務の中身に合う、障がい者の方もい

ろいろ身体障がい者の方から知的障がいの方、

精神障がいの方と、いろいろおられますので、

その中でいろいろ対応できる方を当然紹介なり

して、その方が就労に結びついているというこ

とはあろうかとは思いますが、やはり、知的障

がいの方、あるいは精神障がいの方それぞれの

状況が違いますので、やはりその状況に合って、

その内容で受け入れていただける企業に、ハロ

ーワーク等で紹介していただくというような、

あるいは障がい者の雇用を支援する機関がござ

いますので、そういったところで御紹介すると
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いうことで対応はしております。 

  そういう中で、先ほどお話ししたような就労支

援施設の中にも、そういったところを支援する

ようなジョブコーチ等の制度なども活用しなが

ら、いろいろそういった一般就労できるように

支援しているという状況でございます。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） 本市においても農福

連携を進めていらっしゃる事業所が何カ所かあ

り、そこを私もお訪ねしていろいろお話を伺っ

てきたわけですけれども、本市としては、どの

ような、作業所に対して農福連携に関してだけ

ですが、支援をなさっているのか教えてくださ

い。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 農福連携といいましても

いろいろ内容が、一般就労まで、私、先ほど研

究とか検討が必要だと申し上げたのは、全然進

んでないという意味ではなくて、やはり障がい

者の方面からいえば、最終的には一般就労に結

びつけたいというのが一番あります。ただ、そ

こまでなかなかたどり着けないという状況があ

りますので、そういったところで課題もあり、

検討とか研究する必要があるという意味で申し

上げたんですが、一部業務等、施設外就労等で

業務を委託していただくような、就労継続支援

の事業所等にですけれども、そういうような仕

事といいますか、そういったものをふやすとい

うことは、これまでも少しずつですが進んでき

ているところです。 

  そういった、市のほうでも直接農福連携ではご

ざいませんけれども、調達、市のほうでのそう

いういろいろな就労支援施設での物品の調達等、

あと役務の調達というのを25年から推進してお

ります。そういった中で、やはり役務のそうい

う数といいますか、そういった仕事をふやした

いというような方向で、いろいろ庁内のほうに

も働きかけをずっとしてきたところでございま

す。 

  以上でございます。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 先ほど壇上の答弁の中で、平

成25年度に市内の就労継続支援事業所がイチゴ

を生産する農業グループを立ち上げて菓子の製

造を行う取り組みを支援しておりますというふ

うに申し上げましたが、これは、ある就労継続

支援事業所が、いわゆる福祉事業ではなくて農

業事業をやるための一つの会社形態といいます

か、それを起こして、農業生産者と連携をとり

ながらイチゴの栽培を委託しまして、それを集

荷する。その集荷されたものを就労支援事業所

のほうが食材として加工しながら、それを消費

者のほうに販売をするというふうなシステムを

つくったものであります。 

  米沢市の場合は、農政担当としては６次産業化

を進めるための取り組みの事業の一例として、

未来を拓く農業支援事業というふうな米沢市単

独の補助事業がございますが、これによって支

援をさせていただいたというふうな事例でござ

いました。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） 私もその事業所に伺

っていったものですから、本市の取り組みの一

つとして出てくるのではないかなと思って伺っ

たところでした。 

  ぜひ、そちらも継続的に、いいあんばいに進む

ように、本市としても見守ったり支援をして続

けていただきたいなと思っております。当初、

平成25年のときにはいいあんばいでしたが、な

かなか課題も多いとお聞きしてまいりましたの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  先ほど物品等役務の調達については、当初私も

資料を頂戴しましたのでわかったのですが、私

が今、お聞きしたのは、本市における独自の作

業所に対する農福連携の支援についてお伺いし

たところだったのですが、今、お話をお聞きし
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たので結構です。 

  やはり、民間がすることに対して行政がもっと

積極的に、例えば農業法人でも福祉法人でも、

さまざまなところで、さまざまなまた事業所で、

さまざまなことを考え、農福連携に関してのみ

ならず、さまざまなことを年々なさっていらっ

しゃるようですが、もう少し積極的なご支援の

ほどをお願いしたいなと思ったところです。や

はりどこかが何かをするときに、やはり本当に

いいそういうきっかけで、なかなか事を起こす

ことは容易なことではないと思うので、ぜひと

も積極的な支援をお願いしたいなと思ったとこ

ろです。 

  全国の先進事例の中で、いろいろたくさん農業、

なぜ今活動の内容が農業に注目されているのか

ということを証明しているところが１つだけ、

いっぱいあった中で１つだけとても心に響いた

ところがあったので、ちょっとだけ御紹介させ

てください。 

  山口県の社会福祉法人Ｅ．Ｇ．Ｆで、「農業維

新は萩から」という言葉を合い言葉に、平成20

年に設立して、今では自社農園特製のジャム、

スイーツの６次産業化まで取り組んで、農業生

産法人福の里とともに農福連携協議会というも

のを立ち上げ、障がいがあっても農業の担い手

になれることを実践している農業福祉法人があ

りました。 

  ここで、とても理念で共感するものがあったの

で、１つだけ御紹介させてください。 

  Ｅ．Ｇ．Ｆののんきな農場というところの理念

です。のんきな農場は、季節それぞれの太陽と

空、風と水、ほかの花に先駆けて咲く梅の時期

から土をつくり、種をまき、苗を育て収穫する。

そのこつこつと単調なまでの根気の要る農作業

をゆっくりのんびりと育て、喜んでおもしろが

る。そんな農作業の中で育てた農作物を元気と

ともに皆様にお届けするのが、私たちの役割で

す。このことがいつしか、働く気力や体力を養

い、ハンデを持っていても生活のできる基盤を

みずからの手でつかみとる姿に発展したとき、

彼らの本物の力の偉大さを知ることでしょう。 

  ということで、このＥ．Ｇ．Ｆ農業法人と社会

福祉法人の連携ということで、農福連携の本当

に大成功をおさめた事例ではないかなと思いま

すが、これを御紹介したのですが、どんなふう

にお感じになったでしょうか、お聞かせくださ

い。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 今、お聞きをしまして本当に

成功事例というか、すばらしいなというふうに

思って聞かせていただきました。 

  やはり農福連携を、あるべき論でちょっとお話

をしますと、継続して発展させていくためには、

やはりその専用のプラットフォームといいます

か、体制って必要なんだろうというふうに私も

思います。 

  それは、農林部門と福祉部門の連携、情報交換

の場だけではなくて、コーディネーターのよう

な方がいらっしゃって、さまざまなケースに応

じた知見に基づいた支援策をその中でつくって

いく。あるいは広がりを推進するために、農業

団体やあるいは農業参入に関心のある企業、団

体などが、そういった中に構成の中に入ってく

ることによって、さまざまな情報が得られます

し、また総合的な支援システムみたいなものが

その中で議論されて生まれてくるのかななんて

いうふうに思っておりますので、これは、今す

ぐにというのはなかなか難しい問題ではありま

すが、将来に向けて検討課題とさせていただけ

ればなというふうに思いました。 

○海老名 悟議長 齋藤議員。 

○１８番（齋藤千惠子議員） 私は今回の質問で、

福祉の分野も本当に奥が深く、人相手のことで、

本当にさまざまな、特に障がいを持った方々の

一人一人の特性ということを考えたときに、大

変課題の多いものだなと思ったのですが、また、
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農業というところも、果たす役割というのが食

料の生産だけでないということは私もわかって

はおりましたが、もっともっと幅広く環境の保

全も、そして地域づくりも、情操教育、そして

高齢者の方や障がいの福祉まで、本当に幅広い

分野にわたって今後も社会に大きく貢献するも

のだなということを認識を新たにしたところで

ございました。 

  今回は、福祉の面でも障がい者の方ということ

に限ってのお話でございましたが、農福連携と

いうところは高齢者の方々にも当てはまるもの

があると思っております。ぜひ、農福連携に積

極的に本市として取り組んでいただきたいこと

を強く再度申し上げて、質問を終わりたいと思

います。 

  ありがとうございました。 

○海老名 悟議長 以上で18番齋藤千惠子議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を２時２分といたします。 

 

午後 １時５２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０２分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、介護福祉特区の申請について外１点、12

番堤郁雄議員。 

  〔１２番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１２番（堤 郁雄議員） 一新会の堤郁雄です。 

  南の海上では台風13号が発生し、本市に上陸す

るおそれがあるということです。 

  先月から発生した幾つもの台風が、日本各地に

被害を及ぼし、九州地方や北海道、岩手県など、

多数の死者や行方不明者が出て、道路が分断さ

れ陸の孤島と化した地域や、水道や電気のライ

フラインの復旧がおくれ、片づけることもまま

ならないところが多くあるとのことです。 

  被害に遭われました皆様にお見舞い申し上げま

すとともに、一日も早い復興を祈念いたします。 

  本市も、水路の崩壊等被害のあった地域もあり

ますが、人命にかかわるような重大な被害が及

ばなかったことは不幸中の幸いと言えます。 

  報道を見ますと、農地も水をかぶって、出荷間

近なメロンやタマネギ、水田が泥水につかって

いるようなさまを見ますと、丹精込めて育てた

農家の心中察するに余りあります。 

  秋の台風は迷走台風といいます。今後もやって

くるおそれはありますので、本市も今以上に大

きな被害をこうむらないとは限りません。収穫

を控えた生産者ががっかりしないように、本市

としましても適切な対応をとっていただきます

ようお願い申し上げます。 

  さて、私からは介護福祉特区の申請に関するこ

とについてと、農産物の輸出について質問いた

します。 

  まず、日本の65歳以上の高齢者は、平成27年現

在で3,384万人です。このうち75歳以上の後期高

齢者は1,637万人で、全人口の12.9％を占めます。

高齢化に伴って病気や転倒などのけがのリスク

が高まり、介護を必要とする人がふえます。全

国の１号被保険者、介護・介助が必要な高齢者

は3,300万人いますが、本市においても約4,600

人の人が介護を必要とし、団塊の世代が後期高

齢者になってきています現在、介護サービスに

対する需要はますますふえてきています。 

  東京などの大都会では、介護を必要とする高齢

者に対する十分なサービス提供ができずに施設

入所を待っている、いわゆる介護難民が、東京、

埼玉、神奈川、千葉の東京圏内だけで約13万人

もいるということです。 

  日本創成会議が、昨年、東京圏高齢化危機回避

戦略を発表し、都会での高齢者を地方に移住さ
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せようというような計画を発表いたしましたが、

地方では、人口減少には対処したいが、高齢者

ではなく労働人口や子供がふえる見込みのある

若年層を呼び込みたいというのが本音であり、

反対する人の中には、地方をうば捨て山にする

気かといったような声もありました。 

  また、介護サービスと保険料のバランスが崩れ、

保険料を上げたり既存の高齢者へのサービスを

制限しなければならないのではないかと危惧す

る人もいます。 

  確かにそういった危惧はありますが、ここは考

え方を180度転換し、むしろ積極的に受け入れを

考えてみてはいかがでしょうか。 

  例えば、高齢者が本市にやってくると、当然、

生活をしますので食事も住むところも必要にな

ります。それだけで消費もふえるわけですが、

サービス付き高齢者住宅や、本市はもうつくら

ないと言っておりますけれども、特別養護老人

施設ができれば、そこで働く人も必要ですから、

雇用も生まれます。県外に出ていった人が戻っ

てきたり、地元で就職することは若年層の人口

の増加も見込めます。高齢者の家族が会いに本

市を訪れれば、ついでに米沢観光をして帰るで

しょう。交流人口の増加にも寄与します。 

  もちろん、法的な問題や予算の問題等、さまざ

まあると思いますが、規制があるならば、それ

を緩和する必要があるでしょう。そのために特

区を申請することを検討してみてはいかがでし

ょうか。 

  次に、農産物の輸出について質問いたします。 

  魅力ある農業、後継者が育つ農業の一助になる

のではないかと考えて質問いたします。 

  国は、平成32年度に農産物の輸出額を１兆円に

するという目標を掲げております。安倍総理は、

それを１年前倒しの平成31年度に達成すると山

形にいらしたときにおっしゃっていました。山

形も、県が主体になって平成31年度に800トンの

目標を掲げて、山形県産農産物の輸出促進を進

めています。 

  農産物の輸出というと、山形県がやっていると

いうイメージがあるのですが、本市の農家が輸

出を考えた場合、本市としてどう対応している

のでしょうか。輸出に対する認識と、どのよう

な支援を行っているのかお聞きいたします。ま

た、加工食品の輸出についても、どのような支

援策があるのかお答えください。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、市の介護福祉

特区の申請についてのうち、聞き取り等でも御

質問いただいておりました施設不足に悩む都市

部から高齢者を市の特別養護老人ホームに優先

的に入所可能とする特区申請についてお答えい

たします。 

  特別養護老人ホームにつきましては、地理的特

性や各市町村の高齢者の実態に沿った目標を勘

案した上で、県が策定する「やまがた長寿安心

プラン」の中で県内の必要入所定員総数が定め

られ、整備が進められております。 

  施設整備は、所在市町村の介護保険料に直接影

響を与えることから、本市でもサービスの需要

量と介護保険料の均衡を図りながら、過剰な保

険料の負担につながらないよう慎重に整備計画

を検討し、県と調整を図っているのが現状でご

ざいます。 

  ただし、都市部の高齢者のための施設を建設し

ようと考えた場合、場合によっては保険給付が

もとの居住地の自治体負担となるケースもある

ため、入所者を住所地により制限することが問

題となります。 

  県内の町の例では、都市部の施設不足の解消と

地方の雇用拡大を図るため、町が特別養護老人

ホームを整備し、都市部から施設入所サービス

を必要とする要介護者を誘致する事業を提案い

たしました。 
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  都市部の高齢者のみ、または都市部の高齢者を

優先的に入所させる考えでありましたが、介護

保険では正当な理由なくサービスの提供を拒否

すること、つまりその施設への入所を希望する

住民の入所を拒否することはできないことから、

正当な理由の要件として「協定に基づき都市部

の要介護者を施設に入所させることにより、当

該市町村の要介護者が入所できないとき」を加

えることで、都市部の要介護者を優先的に入所

させることができるよう、平成22年に特区申請

を提出した経過がございます。 

  当時の国の回答としましては、特定の地域の住

民であること、または特定の地域の住民でない

ことを理由としてサービス提供の拒否を可能と

することは制度の趣旨にそぐわず、被保険者間

の公平性の観点からも不適当であるとして、特

区申請は認定されませんでした。 

  国では、介護状態となっても住みなれた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、地域包括ケアシステムの構築の

実現を提唱しております。一方で、今後高齢者

の急速な増加が見込まれる都市部と、人口減少

に悩む地方との連携による政策が全国的にも検

討され始めていると聞き及んでおります。 

  深刻化する都市部高齢者の施設不足の解決策と

して、それまで生活してきた都市部から離れ、

これまでかかわってきた知り合いのいない地方

へ高齢者を移住させることも一つの方策となり

得るのか、国の今後の動向を注視してまいりた

いと思います。 

  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、介護福祉特区

の申請についてのうち、都市部からの高齢者の

受け入れについての御質問にお答えいたします。 

  本市における人口減少対策として、高齢者に限

らず都市部などからの移住交流人口の拡大を図

っていくことは、非常に重要であると認識して

おります。 

  さまざまな世代のニーズなどを踏まえた効果的

な移住促進の取り組みを企画・実施することに

より、移住者をふやすことで地域活性化につな

げていきたいと考えております。 

  本市では、米沢暮らしの魅力を一人でも多くの

方々に知っていただくために、都市部で開催さ

れ移住希望者が集まる「ふるさと回帰フェア」

「ＪＯＩＮ移住交流フェア」に毎年参加したり、

「米沢市ふるさと暮らしセミナー」を開催する

など、米沢暮らしの魅力を紹介しております。 

  会場には、20代から60代の幅広い年齢層の移住

希望者の方々に御来場いただいておりますが、

特に団塊の世代の移住希望者の多くは、四季

折々の自然を楽しみながらのんびりとした田舎

暮らしを望んでおられるようです。 

  今後も引き続き、高齢者も含め、一人でも多く

の方に本市に移住していただけるよう、関係団

体との連携を図りながら、移住希望者の世代や

ニーズに応じた受け入れ体制づくりを進め、都

市部などへの本市の魅力発信に努めてまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、農産物の輸出につ

いての御質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、農産物等の輸出に関しての現状で

ありますが、山形県と日本貿易振興機構山形貿

易情報センターが毎年実施をしております山形

県貿易実態調査によれば、平成26年度の輸出額

で、農水産物が３億5,200万円というふうになっ

ており、全ての輸出品目の合計額664億9,000万

円に占める農水産物の割合は0.5％となっており

ます。 

  また、農水産物の主な輸出先国、地域別の輸出

額では、香港が２億5,800万円で７割を超えてお
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り、次いで中国、台湾、タイ、シンガポール、

マレーシアと続き、99.8％がアジア地域への輸

出となっております。他地域では、アメリカ、

ドバイ、オランダ、ロシアなどが挙げられてお

ります。 

  農産物の主な輸出品目では、米、リンゴ、桃、

西洋梨、メロン、スイカ、牛肉、豚肉となって

おり、米が全体の７割を占めております。 

  これらのほとんどは、商社を介して輸出をする、

いわゆる間接貿易となっているようであります。

また、新たな品目の輸出拡大には、検疫や鮮度

を保持したままの輸送方法などが課題となって

おります。 

  そうした中、本市における農畜産物の輸出につ

いては、市内で生産された豚肉やハム、ウイン

ナーが香港に輸出をされたり、米についてはＪ

Ａ山形おきたまや全農山形が県産ブランド米つ

や姫の輸出を行っているなどの例はありますが、

本市域に限定をしてみると、実績がそう多くは

ないというのが現状でございます。 

  今後、開拓の余地のある分野と捉えており、今

後、議論検討が必要であるというふうに考えて

おります。 

  一方、ことし３月に山形県が策定した山形県国

際戦略における県産農産品の輸出の現状分析で

は、台湾、香港、タイなどの貿易障壁が比較的

低い上、高所得者の割合が高く、日本食品が浸

透している市場を中心に、現地高級スーパーで

の販売プロモーションや輸出パートナーとの信

頼関係の醸成等により、県産農産物や加工食品

の輸出に取り組む事例がふえてきており、これ

らの地域における山形県産品の定番化品目数は

増加傾向にあるとしております。 

  本市としては、農産物等の輸出が増大すること

自体は農業所得の向上につながることから、輸

出に取り組もうとする農業者や食品企業との連

携協力を図るとともに、有効な支援が必要であ

ると認識をしているところであります。 

  支援策についてでありますが、山形県が実施を

する山形県農産物等輸出販路拡大・販売促進支

援事業では、海外輸出環境調査やブランドＰＲ

等の輸出拡大に向けた活動に対し、その事業費

の一部を支援する制度があります。 

  また、本市農林課所管で平成22年度から実施を

しております「米沢市未来を拓く農業支援事

業」は、農畜産物の加工、新商品開発、販売促

進、販路拡大のためのＰＲ、新たな栽培方法の

実証、新規作物の導入などなど、幅広く利用い

ただけるものであり、補助金額は対象経費の２

分の１で、上限額が100万円となっておりますの

で、海外販路開拓に向けた商談会の参加費など

についても、活用いただけるものというふうに

考えております。 

  次に、日本酒などの加工食品の輸出に関する市

の支援についてお答えをします。 

  本市では、昨年市内の酒造メーカーがベトナム

での商談会に参加した際に、米沢市商工業地域

活性化補助金制度を活用して補助金を交付し、

支援を行っております。また、ジェトロ山形で

は、海外の有力バイヤーを招聘して、ことしも

「日本酒・酒類輸出商談会ｉｎ山形」を開催す

るほか、食品の輸出に関するセミナーなどを開

催しており、こうした情報を提供するなどの支

援を行っております。 

  さらに、山形県では台湾、香港、中国、ＡＳＥ

ＡＮ等を重点地域に指定して国際戦略を策定し

て、県産品の取引の拡大を目指しており、山形

県国際経済振興機構を通じて食品商談会等を各

地で開催しておりますので、関係機関と連携し

ながら情報の提供を初め、引き続き海外での販

路拡大を目指した企業を支援してまいりたいと

いうふうに考えております。 

  また、地域ブランド戦略を現在進めております

が、今後、この中で新商品等の販路開拓を担う

地域商社の設立を想定しております。将来的に

は、海外輸出に向けた商取引も地域商社の役割
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の範疇に入ってくるものというふうに考えてお

りますので、あわせて検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  それでは、介護福祉特区のほうからお聞きをし

ますが、先ほど、企画調整部長がおっしゃられ

ていた移住促進のさまざまやっているというこ

となんですけれども、それは、私は介護を必要

とする人というようなことで今回質問はしてい

るんですが、今、部長のおっしゃったのは、特

別介護とかではなくて、一般的なというような

ことでよろしいんですか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 おっしゃるとおり、幅広

く、高齢者の方もということですが、介護とか

そういうような方に特化してということではな

くて、幅広くそのようなところでＰＲを行って

おります。 

○海老名 悟議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） そうすると、今、団塊

の世代もというようなお話もあったんですけれ

ども、介護を必要とする団塊の世代ではなくて、

どちらかというと健康な、自分で何でもできる

団塊の世代の方がこういうところにいらっしゃ

るということなんですか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 いらっしゃる方々として

は、まず団塊の世代ですので60代の後半の方も

いらっしゃいますが、将来的には、そういう介

護とかが必要になるというようなところも、当

然のことながらそういうことも想定されるわけ

ですが、現時点では、まだ御健康で田舎暮らし

を楽しむところを目的としているというような

ところで考えております。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） そういう方たちにも、

ぜひ米沢への移住を考えていただいて来ていた

だきたいというふうには考えているんですけれ

ども、今回私の質問のほうでは、さっき首都圏、

東京圏というようなお話をしましたけれども、

東京、神奈川、千葉、埼玉といったような大人

口を抱えているところで、これから2025年あた

りには13万人ぐらいが介護が必要だけれども受

けられない人が出てくるのではないかと、先ほ

ど介護難民というような言葉も使いましたけれ

ども、そういった方たちに必要な介護をどうや

って受けさせるのかというのは、片方ではある

わけですよね。それは東京圏のほうでの課題と

してあるわけですね。 

  もう一つは、やはりこちらのほうの人口減少対

策に対してどうするかというようなことですか

ら、そこが実はうまくマッチングしていけば、

双方にとってメリットのあることだというふう

に私は考えるんですけれども、ただ先ほど保険

の問題も出てくるかと思うんですけれども、例

えばずっと東京暮らしで、保険料は向こうに納

めてきて、米沢に来てそういった介護が必要に

なったというような場合は、どういうふうな対

応になるのか、ちょっと教えていただけますか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 都会からこちらにいらっ

しゃって、こちらで生活されて、それから介護

が必要になったということであれば、こちらの

前から住んでおられる方の取り扱いと同じです。

ただ、都会のほうから真っすぐ米沢市の施設に

入られたというようなことですと、住所地特例

の制度がありますので、前住所地の被保険者と

いう取り扱いになりますので、そちらの費用負

担に、給付とも前住所地のほうになるという制

度でございます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 御家族とかの都合もあ

ったりして、そういう例はあると思うんですけ
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れども、それが大量に来た場合に、もといた地

域の自治体の負担というのは、ちょっと大きく

なってくるのではないかと思うんですけれども、

それでもそれは適用になるということですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 大量にこちらにいらっし

ゃるということが、まず可能なのかどうかとい

う問題があります。先ほど申し上げましたよう

に、正当な理由なくサービスを拒否もできない

し、特定のところの方だけを入所させるという

わけにもいかないので、現在では、そういった

ことはなかなか難しいと思われますし、米沢市

の場合は当然、今も待機者、待っていらっしゃ

る方がいらっしゃいますので、都会の方だけを

優先的に受け入れるということもなかなかでき

ないと思われますので、ただ制度上、もしそう

いう、米沢市の施設に多く特定のところから入

られるということになれば、当然、先ほどの住

所地特例の制度がありますから、前住所地の負

担はかなり大きくなるということは想定される

ところでございます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 差別的な扱いはできな

いということですよね。だから、地域が違うか

ら入所を拒否するというようなことはできない

ということですよね。 

  やはり一番こちら側として心配するのは費用負

担の部分だと思うので、そこの部分がある程度

担保できるのであれば、そういう方たちに来て

いただくというのは、やはり悪いことではない

というふうに私は思っています。 

  ただ、受け入れの体制として、特別養護老人ホ

ームにあきがないとか、あるいはサービス付き

高齢者住宅とか、そういったものもないという

か既に埋まっているというような状況の場合だ

と、なかなか受け入れ自体が難しいわけですよ

ね。そうすると、そういうのを、それは県のほ

うの整備プランがあって、それに従ってという

んですか、相談しながらやっているのかもしれ

ませんけれども、ある程度置賜地区ならベッド

数幾らとか、米沢だったらベッド数幾らとか、

そういうのが決まっているとは思うんですけれ

ども、それをやはり、ある程度緩和していくよ

うなことをするためには、特区のようなものが

なければだめではないかと思うんですが、いか

がですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 先ほども御説明申し上げ

たのは、それぞれ市町村で介護保険、まず計画

がございます。その中で、いろいろな施設整備

なり必要度を勘案しながら計画しているわけで

す。それを各市町村の計画に基づいて県のほう

が、県の支援計画をつくっているということで

すので、基本的には、それぞれ市町村の計画の

中にきちっと位置づけされれば認められるとい

う部分がございますので、必ずしも介護特区の

必要性はないかとは考えます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） そうすると、受け入れ

人数については、各自治体がそれぞれ考えて枠

を広げるとか、そういうことも可能だというふ

うな認識でよろしいんですよね。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 受け入れ枠とか、先ほど

申し上げましたように、特定の、米沢市以外に

何人入れるとかという取り扱い自体が、通常、

とっていないというかできないところなんです

ね。だから、申請された方が、当然地元の方が

多くおられるわけですので、その方の入所は断

って、特定の場所からの入所だけをきちっとと

っておくということは、現実的にはできないと

いうふうに考えております。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） それはもちろん、ちょ

っとモラルにも反するような部分だと思うので、

ただ、現状、米沢市内だけでも、今、待機者と
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いうのが200人ぐらいいるという、以前そういう

お話をお聞きしたんですが、多分、今もさほど

人数的には変わりないかと思うんですけれども、

やはり、受け入れる枠自体が、ベッド数自体が

少ないんだと私は思うんですよ。ですから、ま

ずもうちょっと枠を広げて、さらにもう少しプ

ラスで枠を広げて、外からの受け入れもしてい

くというのが筋としては一番問題ないのではな

いかなというふうに思うんですけれども、その

辺はいかがですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 先ほども県内の町の例を

申し上げたとおり、特区で申請しようとしても、

現在認められなかったという状況がございます

ので、そういった特定の箇所からの施設入所者

を前提にした施設というのはできないというふ

うに考えております。 

  あと、当然市内のそういう待機者の方々を入所

できるように施設等をふやすということになり

ますと、先ほど申し上げた保険料との兼ね合い

も出てきますので、そのあたりも勘案しながら

の施設整備ということになっていくかと思いま

す。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 創成会議のほうで、地

方に受け入れしてもらったほうがいいんじゃな

いかというようなお話が出てきているときに、

やはり米沢みたいに余裕のないところはなかな

かリストには上がってこないんですけれども、

中にはやはり余力のあるところもあって、全国

で41自治体でしたか、たしか名前が上がってい

たと思うんですけれども、例えば大分県別府市、

別府温泉の別府市なんかは、積極的に高齢者の

移住を受け入れているというようなこともあり

ます。 

  地域の中の実情がそれぞれの自治体で違います

ので、米沢ではなかなか難しいけれども、別府

市ではできるんだという環境の違いとかあると

思うんですけれども、介護だけではなくて、例

えば医療とかも必要になってきますので、そう

いった体制の違いとかも別府市あたりとはかな

り違うのかなとは思うんですけれども、そのあ

たり、どういうふうに認識していらっしゃいま

すか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 国が進めておりますいわ

ゆるＣＣＲＣというものについては、私のほう

も国、そして県のほうからも資料をいただいて

おります。 

  今、御質問にありました別府市の状況というの

は、ちょっと申しわけございません、私も承知

していないので、これから勉強させていただき

ますが、おっしゃるとおり、やはり医療と介護

というものは必ず必要な事項であります。私ど

ものほうで高齢者の方が移住していただいて、

冒頭の御質問にありましたが、団塊の世代の方

が移住していただいて、そして地元で米沢で暮

らしていただいて、最終的にそういうものが必

要になるというものは、当然、想定するわけで

ありますが、最初からそこに絞っての移住とい

うものは、なかなか医療、介護というものがき

ちんとした体制でないと、お呼びするとＰＲさ

せていただくということは、現時点では難しい

のかなと思っております。なお、他市の事例に

ついては調べさせてください。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 今、お話にも出ました

けれども、日本版のＣＣＲＣというのが、今、

あちこちでやはり必要だということで研究もさ

れているわけですけれども、例えば石川県の金

沢市あたりでは、高齢者だけではなくて若者と

か病気の方とか障がいのある人、そういった人

たちも一緒に、そういったコミュニティーをつ

くっていくという、そういうような試みもして、

実際成功しているような例もありますので、ぜ

ひそういうところも考えに入れていただいて、
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研究していただきたいというふうに思っていま

すけれども、結局、高齢者、介護を必要とする

人だけというふうに考えると、なかなか難しい

ところもあるんですけれども、その人たちと一

緒に、ほかの人たちも一緒に移住を促進してい

くという、そういうふうな考えで、介護分野だ

けではなくて、まち全体の人口にも雇用にも寄

与するというふうな、先ほどどなたかの質問の

ときにも、各課横断的に、髙橋英夫議員のお話

だったと思いますけれども、やはり各課横断し

て、トータルでまちの人口増に寄与するような

考え方というのをしていただけると、大変助か

るんですが、そのあたりはやはり総合政策とい

うか、まちづくりの観点から考えていただきた

いんですが、いかがですか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 繰り返しになりますが、

高齢者の方に移住していただくというのは、私

どものほうにとっても、人口減の中で新たに高

齢者が来ていただいてコミュニティーをつくる

とか、そういうものは非常に望むところであり

ます。若者に限って移住をＰＲしているわけで

はないというようなところは、全ての年齢層に

おいてというようなところで考えておりますの

で、そのためには、高齢者の方が本当に介護が

必要になって、どういうふうに米沢で暮らして

いただけるのかというところも頭の中に入れて、

まちづくりを進めていかなくてはならないと感

じているところでございます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 高齢者の方も障がいの

ある人にも住みやすいまちというのは、やはり

ここのまちに住んでいる人にとっても住みやす

いまちだと思いますので、ぜひそういった視点

でまちづくりを進めていただければというふう

に思います。 

  次にいきますが、農産物の輸出についてなんで

すけれども、市長は、米沢はものづくりのまち

だと。工業振興計画策定中だということで、も

のづくりのまちを一生懸命やっていきたいとい

うようなお話でした。 

  もちろん、必要なことですから、それは当然、

工業として考えた場合には必要なことだという

ふうに思っておりますけれども、中小企業振興

条例等もございますし、農家も中小零細の企業

だというような観点から見ていただければ、農

家の振興ということも当然、この中にはもちろ

ん、今、策定中のものの中に入っているとは思

いますけれども、その中での輸出の部分という

のは、その中には含まれているのかどうか、ち

ょっとお聞きしたいんですが。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 農業については、農業振興計

画をつくっております。去年の11月に策定させ

ていただきましたが、この中で販路拡大の一策

として輸出についても取り上げてございます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 米沢市内の酒蔵さんで

あるとか、実際、輸出しているというお話をお

聞きはしていますけれども、中小零細の企業が

自分のところで輸出をしてみたい、輸出を考え

たいというふうに思っても、なかなかやはりハ

ードルが高いと思うんですね。 

  県のほうでは、香港であるとかシンガポールで

あるとか中国であるとか、そういったところに

さまざま販路拡大のさまざま施策をやっている

ようですけれども、やはり言葉の問題とか、例

えば書類づくりにしても、なかなかハードルが

高いというふうに思うんですけれども、市のほ

うでは、そういうものに対するサポートとかは

していらっしゃるんでしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 おっしゃるとおりでございま

して、先ほども申し上げましたが、農産品につ

いては、ほぼ100％が商社を通しての間接貿易の

スタイルになっております。要するに、課題と
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して一番大きいのは検疫関係、いわゆる貿易障

壁が相手国それぞれによって違ってくるわけで

あります。検疫だけでなくて、食物加工品につ

いても、やはり相手国が規格がございまして、

例えば日本酒の場合ですと、国内でつくってい

るのは大体四合瓶とか一升瓶というサイズなわ

けですが、ラベル表示もさることながら容量も

相手国によってまちまちでして、そのための瓶

詰めですとか、改めて瓶、容器自体をつくらな

いと輸出できないというふうな状況などもあり

ます。 

  これは非常に専門的で難しいノウハウでありま

すので、なかなか私どものほうから直接御指導

というのが難しいものですから、今は、山形県

の貿易を振興する担当のところに御紹介といい

ますかつなぎをさせていただいて、我々も同席

の上でいろいろとアドバイスをいただくような

スタイルにしてございます。 

  やはり今、輸出を考えるに当たって最大の課題

はその部分、それから、商社等が中間に入るに

ついても、やはりマッチングができませんと道

が開けませんので、そうした部分を、先ほども

壇上から申し上げましたが、ジェトロですとか

山形県国際経済振興機構などがさまざまな海外

見本市や商談会、プロモーション、こういった

ものをやっておりますので、こちらのほうにま

ず出席をしていただいて、要するにマーケット

を知らないと、先ほど言ったようなさまざまな

規制がありますので、それを理解していただい

た上でやるかやらないかの御判断をいただくと

いうことがまず第一歩かなというふうに思って

おります。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） やはりなかなかハード

ルは高い感じはします。ただ、市内の酒蔵さん

あたりでもお酒を輸出しているというようなお

話も聞いておりますし、最初はなかなかハード

ルが高くて大変なんですけれども、一旦うまく

乗ってしまえば、その後は、簡単ではないでし

ょうけれども、相手国に合わせたような、実情

に合わせたものをつくらなければならないとい

う点では、なかなかプラスの手間にはなると思

うんですけれども、普通に考えると、やはり今

のマッチングの問題もありますけれども、マー

ケティングですよね、やはり相手国がどういう

ものだと買ってくれるのか。そういうものとい

うのは、なかなかつくっている生産者のほうで

はわかりにくいんですね。 

  先ほど、県のほうで輸出している品目さまざま、

米、リンゴとか桃とかありましたけれども、米

が７割ぐらいを占めるというようなお話だった

と思いますが、ただ同じ米でもどういった米だ

と好まれるのかとか、それと売り先がちょっと

わからないんですけれども、ある程度高級な、

高級というか高く売れるというふうなところじ

ゃないと、間にコストもかかりますから、なか

なかお客さんに届きにくいということになるの

ではないかと思うんですけれども、値段的な部

分ではどうですか、どちらかというと高級品扱

いではないかと私は思っているんですけれども、

そのあたりはおわかりになりますか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 これは、ある研修会で山形県

の農林水産部の輸出推進担当の方の講演をいた

だいたときに聞いた話なわけでありますが、要

するに、我々生産して商社を介して輸出をして

いくわけです。そのときに、商社に対して生産

者が入れたときの価格が、現地で高級品として

売られる価格を的確に反映しているかどうかと

なると、それはまた別な見方をしなければいけ

ないというふうなお話でございました。 

  要するに、日本から海外に輸出する商社がつけ

る値段があって、今度は相手国のほうでそれを

買い付けて自分のマーケットのほうに流してい

く商社があって、そこでの価格があって、最終

的には小売店舗、百貨店ですとかさまざまなと
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ころでの価格の設定があって、それぞれ利ざや

がその段階段階でつくものですから、正確にそ

れがはね返ってくるとは限りませんよというの

が実態だというふうにお聞きをしたことがあり

ます。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） その辺も、国内であれ

ば、どういうふうな小売価格で売られているの

かと、ちょっと東京へ見に行くとか、そういう

ことも可能だと思うんですが、国外となると、

なかなかそういうことも難しいですし、やはり

間に介在するところが多くなれば、当然に高く

なるし、例えば大手商社が１本でぼんと入った

としても、そこが、こちらからの手間をとって、

さらに向こうで小売で利ざやをとるということ

になると、かなり、こちらで売った割にはすご

く高く売られている。つまり、安く買われて高

く売られるというような、そういうことが起こ

り得ないとも限らないわけですね。 

  国内の場合だと、当然に見に行くことは可能な

ので、余りにも高く売られていると、そこは交

渉の余地があるというふうになるんですけれど

も、言葉もなかなか通じないようなところで文

句を言うというのもなかなかできないことでは

ないかと思いますので、そうなるとやはり、大

手の方が入らないとだめなのかななんていう、

ちょっと弱気な感じもするんですけれども、先

ほどＪＡさんとか全農さんのお話にありました

けれども、そういった大手のところですと、数

もたくさんさばけるということもありますので、

価格もある程度コントロールできるのかななん

ていうところはありますけれども、そういうと

ころがやはり、積極的に売っていただくという

のは悪いことではないと私は思っているんです

よ。 

  特に米なんかは、国内市場が飽和しているよう

な状態ですから、やはり海外に売っていく、販

路を拡大していくというのは、米農家にとって

はありがたい夢のあることだと思います。 

  ただ、それが現実に、自分の米がきちんと海外

に売られているのか、正当な評価を受けている

のかというのは、なかなかちょっと、大手にど

んと渡してしまえばわからないというところが

ありますので、本当ならば、もう少しわかるよ

うな範囲で、自分の米がどこどこで幾らぐらい

で売られているよとか、自分のところでつくっ

た桃が幾らで売られているとか、サクランボは

どうだとか、サクランボはなかなかちょっと難

しいかもしれません。 

  そういったことが身近でわかるような、そのた

めのきめの細かい支援というか、それこそ書類

の書き方を教えてもらうとか、そこまでのきめ

の細かい支援というようなことは、なかなかち

ょっと難しいでしょうか、市としては。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 なかなか難しい問題なので、

私も詳細のところまでは知り得ておりませんの

で、まだまだ勉強不足であります。 

  要するに、間に入っていただいた商社さんと生

産者の契約事項の中で、最終価格がどうなって

いるかということを生産者の方にお知らせをし

ているのかどうかという実態についても、私、

ちょっと知り得ておりませんので、余り踏み込

んでは回答できないわけです。 

  ただ、趣旨として先ほどあったように、米の消

費拡大という意味では、やはり輸出が非常に大

きな戦略、武器になるなというのは考えており

ます。一時、ふるさと納税なんかでも喚起した

わけでありますが、そうでなくて恒常的に輸出

によって商品が生まれていければ、非常にいい

のではないかなというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 農産物の輸出については、国も積

極的に奨励しているわけで、拡大していくとい

うことにしております。そして、山形県でも、

いろいろ場所も限定しながらではありますけれ
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ども、協定を結びながら山形県の農産物も含め

て、これは台湾です、台湾のこの間、知事が協

定を結んできたようであります。そして今度は、

つや姫をハワイのほうにということで、今、そ

の段取りが、ハワイを訪問してということに県

のほうとしてはなっておりますので、国が奨励

し、県もそういうふうに動きが活発化、農産物

の輸出について活発化しておりますので、当然、

米沢市としても何ができるのかということで、

先ほど来、産業部長が答弁しておりますように、

10月に台湾の経済文化代表処の副代表が、郭さ

んが参りまして、ぜひ10月の北投温泉、台北の

近くに北投温泉というのがありますけれども、

そこに市長もぜひ来てほしいという要請をいた

だいております。ただ単に行くということだけ

では全く能がございませんので、そういったこ

との物産とか、そういった交流がどうできるの

かというところを、もう少し詰めさせていただ

きたいと。それによって、市長として参加する

かということも、これから決めたいというふう

に思っておりますので、まずそういったものを

取っかかりとして、では今、議員がおっしゃる

ような手続上の問題とか、そういった問題をど

ういうふうに簡略化しながら、農産物の、まず

台湾というところを限定した場合に、そういっ

たところで、どうそういった輸出が可能なのか

ということも、これから研究しながら、そうい

ったものがある程度見えてくれば、北投温泉の

ほうにも、そういった物産交流をするというこ

とでありますから、トップセールスもしてまい

りたいと、このように思っております。 

○海老名 悟議長 堤議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 市長みずからトップセ

ールスを、前市長とは違う意味でのトップセー

ルスをしていただけるとは思うんですが、ぜひ

期待は申し上げたいところです。 

  置賜地域、米沢はもちろんですが、米どころと

言われていますけれども、なかなか国内消費は

だんだん落ち込んできている、そして減反政策

も終わりにするというような方向に向かってお

ります。その中で、本当に中小零細の農家が生

き残っていけるような、そして跡取りが安心し

て跡を継いでいけるような、そしてそれは即ち

地域のコミュニティーを維持していくというこ

とにもつながっていきますので、ぜひ、積極的

に売りに行っていただいて、米沢の農業振興に

お力添えいただければというふうにお願いを申

し上げて、私の質問を終わります。 

○海老名 悟議長 以上で12番堤郁雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を３時６分といたします。 

 

午後 ２時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時０６分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、公共施設の今後の整備計画について外３

点、１番木村芳浩議員。 

  〔１番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１番（木村芳浩議員） 明誠会の木村芳浩でござ

います。 

  一般質問も本日で２日目、最終バッターでござ

います。今しばらくおつき合いをよろしくお願
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いをいたします。 

  まずもって、このたび全国各地を襲いました台

風の被害に遭われ、とうとい命を亡くされた

方々に哀悼の意をささげ、心から御冥福を申し

上げます。また、被害に遭われ、今なお被災地

で窮屈な思いで生活をなされている方々にもお

見舞いを申し上げ、一日も早い復興をお祈りい

たします。 

  さて、４年に一度の祭典リオオリンピックも閉

幕をし、我が日本は過去最高となる41個のメダ

ルを獲得し、日本国民に勇気と感動を与えてく

れました。 

  その中でも私が一番感動と教訓を得たのは、レ

スリング女子の吉田沙保里選手の決勝戦直後の

インタビューでありました。「日本の皆さん、

ごめんなさい」と涙ながらインタビューに答え

ている姿に胸を打たれました。日本代表選手は、

国民の思いを背負ってオリンピックで自然と結

果を求められ、これまでの実績を持つ選手であ

れば、なおさらその期待も大きく重圧に変わる

ものであります。 

  私たちも、市民から負託を受けている以上、市

民生活、市民サービスが期待に添えるものにし

ていかなくてはなりません。そんな思いを、吉

田選手の言葉から感じたところであります。 

  また、あしたからはパラリンピックが開幕をい

たします。日本選手団のさらなる栄光を期待す

るとともに、我が山形県においても、来月21日

から第54回技能五輪、アビリンピック2016が開

会を迎えます。全国から約1,700名の技能選手が

集い、本市からも米沢工業高校の生徒を初めと

する選手が出場予定であります。ものづくりの

まち米沢の飛躍、発展のためにも、御健闘を願

いながら質問に入らせていただきます。 

  私からの質問は、４項目についてお聞きをいた

します。 

  初めに、公共施設の今後の整備計画についてで

あります。 

  平成25年度に示されました本市の公共施設白書

によれば、所有する公共施設は、病院や上下水

道、道路、橋梁を除くと126施設あります。1970

年代に入り、高度経済成長期からバブル期、そ

の後の失われた10年、20年近いデフレ社会、こ

れまで全国のまちで生活の受け皿として公共建

築物が生まれてまいりました。 

  日本の社会環境は、物すごいスピードで変化を

遂げ、市町村合併、少子化、高齢化が進んでい

る一方、大都市への人口流出により、地方は人

口減に伴い、市町村のみならず中心市街地にも

過疎化やシャッター街が見られ、公共施設の床

余りや民間の空きテナント、空き家が後を絶ち

ません。見渡せば多くの建物は老朽化が進み、

まちから活気が失われていくのを、ただ立ちす

くんで見ているわけにはいかないのであります。 

  現在、本市が抱える公共施設の中には、大規模

改修が必要とされる施設が、これから次々と続

いていくことが予測される中において、来年度

を目標に現在、公共施設の整備計画が当局内に

おいて検討が進められていると聞いております。 

  今後40年間で約1,435億円、年間約35億9,000万

円の費用が必要となると言われておりますが、

現在、施設の維持管理、事業運営に26億円を税

金で賄っている中で、予定されている役所庁舎

や病院、学校、文化会館、スポーツ施設といっ

た施設の建てかえは現実に行っていけるのでし

ょうか。 

  また、現在本市の人口は約８万5,000人を切り、

10年後の2025年ごろには8,000人減の７万7,000

人と言われております。現在、市民１人当たり

の年間の負担額が３万1,000円を超え、人口が減

っていく中で市税や交付税にも影響が見込まれ

ることを予測すると、非常に厳しい状況になっ

ていくものと考えられますが、本市が整備を進

めていく上で、新設、維持、縮減、廃止、ある

いは複合化、集約化といった目線でどのような

整備計画をつくり進めていくのか、御所見をお
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伺いいたします。 

  次に、子供の貧困問題と虐待についてお伺いを

いたします。 

  世界第３位の経済大国の日本で、ここ数年、子

供の貧困が深刻な問題としてクローズアップさ

れてまいりました。 

  ユニセフが2012年に発表したレポートによると、

日本の子供の相対的貧困率は14.9％で、先進国

の中でもアメリカ、スペイン、イタリアに次い

で４番目に深刻な状態であり、厚労省がまとめ

た調査においても、2012年時点で国内過去最悪

の16.3％で、６人に１人、全国で約325万人の子

供たちが貧困状態にあると言われております。

2008年には、全国で３万2,000人の子供が無保険

状態で生活をしていることがわかりました。子

供の貧困の背景には、親の貧困が原因と言われ

ております。国税庁の調査では、2013年時点で

年収200万円以下の給与所得者は1,119万9,000人

おり、これは１年を通じて勤務した給与所得者

の約４分の１である24.1％に当たり、ひとり親

世帯の子供の貧困率は、統計をとり始めた1985

年以来、既に50％を超え、先進国の中で最悪の

状態になっております。 

  2008年、国会で国民健康保健法が全会一致で改

正をされ、中学生以下の無保険の子供は救済さ

れることになりましたが、このことを踏まえて、

本市において現在、無保険の子供の実態は存在

するのでしょうか。本市の状況をお聞きいたし

ます。 

  また、全国的に問題となっている子供への虐待

であります。虐待を受けた子供に与える影響は、

身体的発達障がい、心理的影響など年代によっ

てその後の人生を大きく変えてしまうほどの心

の傷として背負うことになります。こうした子

供たちを救うために、虐待に対する行動をいち

早く発見し、子供を救ってあげなければなりま

せん。 

  記憶に新しい昨年11月、本市においても幼い命

がごみ箱に入れられ、窒息死した事件が起こり

ました。二度とあってはならない事件であり、

起こしてはならないのであります。あの事件以

降、本市において家庭における虐待の報告や通

報、相談件数など、市民から寄せられた問題が

あれば、あわせてお伺いをいたします。 

  次に、高齢者向け交通サービスの促進について

お伺いをいたします。 

  本市のような田舎町は、昔から自動車中心の社

会構造の中で暮らしの組み立てを行わなければ

なりません。近年、少子高齢化の進展、自家用

車の普及などによりバス、鉄道などの地域公共

交通の維持が困難となっていることを踏まえ、

地域公共交通の活性化、再生を目的に、市町村

を中心とした地域関係者の連携による取り組み

を国が総合的に支援するとともに、地域のニー

ズに適した新たな形態の旅客運送サービスの導

入、円滑化を図るため、国が法的、財政的に支

援を行う地域公共交通活性化法が平成19年10月

に施行されました。 

  本市では、この間、市内循環バスや南回り路線、

デマンドタクシーなど、民間事業者と連携を行

って、交通手段を持たない交通弱者と言われる

方々のサービスを行っておりますが、それでも

いまだに未整備区域は手つかずのままで、公共

交通の不公平感さえ感じるのであります。早急

にこうした方々の足をつくる対策が求められて

おります。本市では、このような高齢者を中心

とした交通弱者に光を当てる政策を考えておら

れるのか。きのうの相田克平議員の質問では、

近未来型でありましたので、私からは近々の福

祉の部分も交えて今後の見通しをお伺いいたし

ます。 

  最後に、奥羽新幹線整備実現同盟会設立後の本

市の今後の取り組みについてお伺いをいたしま

す。 

  ことし３月の代表質問の際、奥羽新幹線の早期

実現のために早急に期成同盟会の結成が必要で
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あり、また、そこからが実現へ向けてのスター

トであるという思いから質問をさせていただき

ました。 

  早速５月には、山形県において期成同盟会が設

置をされ、我が米沢市でも結成がなされたとこ

ろであります。先月も、県においてシンポジウ

ムの開催など、実現に向けて手を抜くことなく

進められていることは、将来の本県、本市の発

展にさらに前進していくものと思っております。

今後の本市の役割として、本市独自で置賜管内

の市町村との連携はもとより、沿線自治体との

連携強化、福島市などとの市町村レベルでの連

携も必要不可欠と考えておりますが、今後の本

市がやるべき役割はどのように考えておられる

のかお尋ねをし、壇上からの質問を終わります。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、公共施設の整

備計画、高齢者向け交通サービスと奥羽新幹線

関係についてお答えいたします。 

  初めに、現在進めております公共施設等総合管

理計画は、箱物と言われる建築系公共施設と道

路、橋梁、上下水道などのインフラ施設の全て

が対象となるものです。 

  計画策定に当たっては、市民参加をいただきな

がら進めているところであり、７月には人口減

少や公共施設などの現状を広く市民に理解を深

めていただくためのシンポジウムを開催し、現

在は市民から幅広く意見をいただく取り組みと

して、市職員を含めて約50名によるワークショ

ップで話し合いを行っているところです。 

  さらに、今月は公共施設などに関する利用状況

や、サービスの質や量など今後のあり方を期す

る市民2,000名を対象としたアンケート調査を実

施する予定であります。 

  今後は、いただいたさまざまな意見を集約しな

がら、内部検討や行政経営市民会議での議論を

踏まえて、各公共施設の更新等の基本的な方針

を年度内に取りまとめていく考えであります。 

  その後、水道施設や学校、コミセン等の主要施

設については、公共施設等総合管理計画で定め

た方針に沿って事業実施に向けた具体的な計画、

いわゆるアクションプランを策定することにな

り、既に策定されている橋梁や下水道の長寿命

化計画は、公共施設等総合管理計画に基づくア

クションプランに位置づけられることになりま

す。 

  これら個別アクションプランに基づく事業化に

つきましては、財政的な裏づけが必要になりま

すので、市全体の施策に関する優先順位などの

調整を行い、まちづくり総合計画の実施計画に

搭載し、実施していく考えであります。 

  次に、高齢者向け交通サービスの充実について

お答えいたします。 

  これまで幾つかの地区におきまして、地元の公

共交通のあり方を住民の方々とともに検討して

きた中では、地域の皆様から高齢者の交通確保

を優先して要望するとの声が多数寄せられてお

り、高齢者が利用しやすい公共交通の推進は非

常に重要であると考えております。 

  高齢者や車を持たない人など、いわゆる交通弱

者の方々への公共交通といたしましては、市民

バス、山交バスを合わせまして現在８路線で運

行しております路線バスを御利用いただくとと

もに、山上地区の皆様につきましては、昨年11

月より本格運行を開始しました乗り合いタクシ

ー、田沢地区の皆様につきましては、本年４月

から実証実験としてスタートいたしました乗り

合いタクシーを御利用いただいているところで

す。 

  しかしながら、路線バスにおいては自宅からバ

ス停までが遠いなど、御利用に当たって改善を

要する点や、公共交通空白地域への対策など課

題も多くございますので、今後ともより多くの

市民の皆様に便利に利用いただける公共交通の

実現を目指し、財政状況を勘案しながら改善策
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の検討を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、米沢市奥羽新幹線整備実現同盟会設立後

の本市の取り組みについてお答えいたします。 

  奥羽新幹線は、昭和48年に国の基本計画に位置

づけられているフル規格の新幹線構想でありま

すが、現在まで進捗がない状況が続いておりま

す。国が定める基本計画では、北海道新幹線な

どの着工により奥羽新幹線より以前に計画に位

置づけられた路線はほぼ完成にめどがついてき

ました。新たなフル規格新幹線は、人口減少が

急速に進行する中で、東京圏への一極集中を是

正し、産業や人材を地方に呼び込むことにより、

地方創生を実現するとともに、東日本大震災を

契機とした東北地域と首都圏や西日本とを結ぶ

高速交通ネットワークの代替機能の確保や、リ

スク分散など、災害に強い地域づくりに大きな

役割を果たすための極めて重要な社会基盤とな

るものと期待されております。 

  このようなことから、御質問の中でもありまし

たが、県では本年５月に同盟会を設立し、国土

交通大臣の指示に基づく整備計画策定に向けた

調査の実施への格上げを目指し、官民一体とな

った運動を展開しているところであります。 

  本市としましても、山形県の南の玄関口として

置賜地域の自立的発展とさらなる活性化のため、

率先して奥羽新幹線の実現に向けた機運を高め

ていくことが重要と考え、６月に米沢市奥羽新

幹線整備実現同盟会を設立するとともに、県と

の共催により講演会を開催いたしました。先月

には、県関係で主催します促進大会シンポジウ

ムが開催され、市長がその中で意見発表を行っ

たところであります。 

  また、置賜圏域３市５町で構成する置賜総合開

発協議会におきましても、奥羽新幹線の建設促

進について重要事業の一つとして新たに取り上

げたところであります。 

  今後の取り組みといたしましては、県と連携を

図りながら国土交通省などへの要望活動を行う

ほか、市民への情報発信など地域の一層の盛り

上がりを図りながら、奥羽新幹線の早期実現に

向けた運動を推進してまいりたいと考えており

ます。 

  また、置賜３市５町や福島県、秋田県を含む沿

線自治体とのかかわりにつきましても、県との

連携を深め、各自治体での活動が加速するよう

協力してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、公共施設の今後の

整備計画についてのうち、今後公共施設の更新

をどう考えているのかという御質問にお答えし

たいと思います。 

  長期的な財政見通しにつきましては、本市の税

収や本市固有の財政需要を見積もる必要がある

ほか、毎年度国が策定する地方財政計画の内容

によって地方交付税が増減するなど、国の施策

による影響が大きいことから、なかなか推計と

いうのは難しいところであります。 

  今後の地方財政全体を大局に見れば、議員御指

摘のとおり少子高齢化と人口減少が進展すると

予測されていることから、税収が減少していく

と。その一方で社会保障費は増加していくと見

込まれるものであります。このため、投資的経

費を含む社会保障費以外の経費につきましては、

ますます圧縮が図られるものと考えておるとこ

ろでございます。 

  そこで、本市といたしましても地方財政計画の

動向による影響などを考慮しながら、２年ごと

の実施計画の見直しに合わせて施設整備につい

て一定程度建設費を盛り込みながら、安定して

持続可能な財政運営ができるよう見直しをして

いく必要があると考えているところでございま

す。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 
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  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、２の子供の貧

困問題と虐待の現状についてお答えいたします。 

  まず、いわゆる無保険状態にある子供について

でありますが、これにつきましては、子育て支

援医療等の医療証が交付されていない子供から

推測いたしました。 

  子育て支援医療の対象者のうち、県の事業で外

来受診の助成が受けられる９歳までの子供で医

療証を交付している人数が5,925人、同じ年齢の

住民票上の人数が5,946人でありましたので、差

し引き21名の子供が医療証を持っていないこと

になります。 

  なお、医療証の交付の際には、必ず保険証を確

認することになっておりまして、その後も加入

している医療保険の管理を行っております。 

  また、生活保護受給中の場合は、医療証の対象

ではなくなることから、先ほどと同じ９歳まで

の子供で生活保護受給中の人数を確認したとこ

ろ、32名でありました。 

  医療証を持っていない子供よりも生活保護受給

中の子供のほうが多いことになりますけれども、

資格喪失の手続がおくれることもありますので、

医療証を持っていない子供、加入している医療

保険を一度も確認していない子供はいないとい

うことが言えるのかと思います。 

  そのため、あくまでも推測ではありますけれど

も、いわゆる無保険状態の子供はいないのでは

ないかと考えております。 

  次に、本市における児童虐待の現状についてお

答えいたします。 

  平成27年度に本市で受け付けいたしました児童

虐待の通告件数は56件で、そのうち調査の結果

虐待として受理した件数は38件でありました。 

  虐待として受理した38件の通告経路としまして

は、警察や学校などの機関からが最も多く15件

ありまして、県の機関からが10件、市の機関か

らが９件、家族や親戚、知人からが４件となっ

ております。 

  また、主な虐待者は実の母親が最も多く27件と

なっておりまして、実の父からが９件、同居の

親族などが２件となっております。 

  虐待の内容では、心理的虐待が最も多く22件、

いわゆるネグレクトと呼ばれる保護の怠慢や拒

否が12件、身体的虐待が４件となっております。 

  過去５年間の通告件数を見ますと、23年度が30

件、24年度が28件、25年度が32件、26年度が61

件、27年度が56件と、年々増加傾向にあります。 

  また、そのうち調査結果、虐待として受理した

件数は23年度が７件、24年度が19件、25年度が

21件、26年度が41件、27年度が38件と、こちら

も年々増加傾向にあります。 

  虐待件数の増加の要因としましては、児童虐待

に関するテレビ、新聞などでの報道や、毎年11

月に取り組まれている児童虐待防止推進月間を

中心としたＰＲなどによりまして、児童虐待に

対する社会の関心が高まったことで、通告件数

が伸びているものと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○海老名 悟議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） まずは御答弁ありがとう

ございました。 

  早速、逆からになりますが２度目の質問をさせ

ていただきたいと思います。 

  まずは、奥羽新幹線に関しましては、非常にス

ピード感があって、山形県とともに連携をとっ

て進めていただいているものだというふうに思

っております。先ほど部長からもお話がありま

したとおり、今、全国の整備計画がほぼ終わろ

うとしております。これは、最後が新函館北斗

から札幌間、これが完了しますと、今の国の計

画が終わるというふうなことであります。ただ

近年、整備が完了するとともに新たな各地方か

らの声が上がってきております。これは、北陸

新幹線でいう金沢福井間、それから我々が言っ

ている奥羽新幹線、そして新潟から酒田までの
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羽越新幹線というようなところで、あとは博多

長崎間、これが今、国において申請がなされる

ということでございますので、これは、私が今

申し上げた４件に関しましては横一列の状況だ

というふうに、国土交通省のほうからもお聞き

をしておりますし、現在、この４月からＪＲ東

日本のほうで、この福島米沢間の実質調査に民

間のほうで入られているというお話も聞いてお

りますので、これはやはり、沿線上の自治体が

しっかりとした連携をとって、これをほかの地

域に負けないくらいの、やはり期成同盟会、あ

るいはそういった連携をもって国に訴えていく、

こういったことを都道府県を超えて、市町村を

超えて、しっかりとした連携をとっていただき

たい、これは要望として今後も進めていただき

たいことを、まず望んでおきたいと思います。 

  それでは３番目の、高齢者向けの交通サービス

なのでございますが、実は、ことしの春からい

ろいろ米沢市内を回って、私もいろいろ高齢者

の方々の意見交換会というものをさせていただ

いてきました。 

  その中でやはり、壇上からも私、申し上げたん

ですが、年齢とともに、今は交通安全上の問題

から、いわゆる免許証を返納してくれと、逆に

いうと、家族からそういったことを望まれてい

るということで、非常に多くの方が免許証を返

納している。しかしながら、返納はしたものの、

自分の地域を振り返ってみると、そこには公共

交通の利便性が図られていないということで、

病院に行くのも買い物に行くのも非常に窮屈し

ているんだというようなお話をいただいてきた

ところであります。 

  そこで、壇上から申し上げたように、いわゆる

公共交通が未整備となっている、具体的に申し

上げれば広幡地区を中心としたところ、あるい

はその近辺の六郷もそうでしょうし、窪田地区

も中によっては面積が広いので、高齢者の方々

が歩いてバス停留所まで行くというのも非常に

遠いというようなことで、非常に不便をしてい

るんだということで、再三部局のほうにも御相

談を差し上げているんですが、こういった未整

備の地区、広幡を中心とした地区というのは、

今後どういうふうな計画をお考えを持っておら

れるのか、お聞きをいたします。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 広幡地区につきましては、

ＪＲが通っているものの現実的にはＪＲが生活

の足にはならないというようなところで、地元

の高齢者の方には、非常に御不便をおかけして

いると思っております。 

  先ごろでありますが、地元広幡地区からも要望

書をいただいております。私どものほうとしま

しても、やはりこのまま全く空白地帯というと

ころではまずいと思っておりますので、まずは

内部で検討して、その後は地元の方々と共同で

一緒に検討をという形になりますが、検討を、

どういうような方法が一番いいのかというとこ

ろを検討させていただきたいと考えております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） それは、前向きに今後整

備というか計画が、可能性があるというふうな

受けとめ方でよろしいんでしょうか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 やはり、生活の足という

ものは確保しなくてはならないと思っておりま

すので、当然のことながら、まだスケジュール

をお示しできる段階にはございませんが、公共

交通確保に向けて、これからその実現のために

向けての検討ということで考えております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） 私、今申し上げたとおり

各地域を回って、そういう交通状況のお話をさ

せていただいたときに、こういったお話をいた

だいてまいりまして御紹介しますけれども、家

庭が核家族になって、車を持たない高齢者にと

っては近所に買い物することができなくなって
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しまって、生活に苦しんでいる。それから、今

は本当に医者通いが仕事になってしまって、買

い物の食料品を、市内に働きに行っている娘さ

んやお孫さんに日曜日に車に乗せてもらって、

どうにか生活を送っている。 

  それから、住宅地から生活に必要な店舗がなく

なってきて、高齢者のみが残され不便となった

と。生活用品の購入に苦労しているんだという

ことですとか、あと、私たち老人、高い税金を

取られ、交通手段も持てないので何のメリット

もない。道路ができたことにより、郊外に大型

店舗が出てきたため、今まであった身近な小売

店やスーパーが次々に閉店に追い込まれ、買い

物は遠くまで出かけなければならなくなった。

本当に我々のところは陸の孤島に住んでいるよ

うな状況である。こういった方々が、75歳を過

ぎた方々が、本当に真摯に足がないことに苦痛

を感じておられます。 

  ですから、今回こういうふうなことで、私がお

話を聞いてきたところでは、他の都道府県ある

いは近隣の市町村では、バスのチケットとかあ

るいはタクシーのチケット、それから例えば飲

食店やスーパー、銀行、温泉、クリーニング店、

灯油の割引券など、こういったものが、いわゆ

る免許を返上することによっての特典と、実質

的に交通安全上のものの取り組みとしてはなさ

れているんですが、これに自治体がさらに強力

に後押しをして、そういった後期高齢者の方々、

本当に足のない方々に対しての手厚い行政サー

ビスを行っている。 

  本市では、なかなかこういった方にバスのチケ

ットの割引券であるとか、タクシーのチケット

の割引券といったもののことはまだやってない

と思うんですが、こういったお考えはお持ちで

はありませんか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 バスとタクシーの割引チ

ケットの発行というお話でありますけれども、

今の障がい者施策の中で、年間１枚当たり500円

のタクシー利用助成券を26枚助成するという、

米沢市福祉タクシー利用助成事業を行っている

わけですが、この市内全域の方、高齢者になり

ますけれども、そういった方々対象に、そうい

うチケットを考えた場合ですが、特にバスの運

賃に対する助成ということになりますと、地域

が非常に限られてきますので、どちらかといい

ますとサービスの公平性からいいますとタクシ

ー料金への助成というものを仮に考えますと、

非常に高齢者、65歳以上の高齢者の人数が、今

現在２万4,000人ということで、非常に多くなっ

ております。 

  そういった方々に先ほど申し上げたようなタク

シーの利用助成事業を実施した場合、非常に多

額の、３億円を超えるような金額が予算が必要

になってくるという状況がございますし、75歳

以上の方に限定して考えましても、１万3,000人

の方がいらっしゃいます。１億7,000万円ほどの

予算が必要になるというようなことがございま

す。そういったこともございまして、非常にタ

クシー券の助成というのは財政的な負担という

ものが非常に大きくなるという事情がございま

すので、なかなか実施は難しいということで考

えてございます。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） 非常に生きがいを感じら

れない答弁だなと私は思いますね。 

  役所言葉に本当に、先ほどずっと私、きょう10

人目ですか、質問をさせていただいていますけ

れども、本当に役所の方々が、本当に市民の方

が御相談に来れば、前例がない、予算がない、

そういった規則がないんです、そういう答えば

かりしか我々聞いたことがありませんね。それ

を実現するためにどうするか考えるのが皆さん

じゃありませんか。そうでしょう。 

  私、前から申し上げていますけれども、民間と

変わらないと思うんですよね。米沢市が株式会
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社米沢市だとしたら、市長が社長で副市長が副

社長で、部長さん方が担当の取締役部長でしょ

う。違いますか。株式会社としたら。我々は監

査ですよ、しっかりとした。では市民は何なん

ですか。株主でしょう。市民は税金を納める、

投資をしていただける、市の発展に寄与するた

めに税金を納めていただいている株主ではあり

ませんか。その答弁、何年続けるんですか。全

く夢がない。 

  だから市民感情論が出てくるんですよ。高い給

料もらって何やってるかわからない、私は本当

に現実にそう思いますよ。だからやる努力、ど

うしたらやれるんだ、そういう発想とアイデア

が必要なんだ、それが求められている時代なん

だということ、私、再三申し上げているではな

いですか。 

  65歳なんて私言いませんよ。後期高齢者75歳以

上、１万3,000人、だったら愛の商品券でもいい

じゃありませんか。1,000円でも2,000円でも足

しになれば。月２回、買い物も月２回4,000円あ

ったら最高だと思いますよ、最低で。4,000円分、

１万3,000人配ったら幾らですか。5,200万円。

どうですか、5,200万円も米沢に生きて住んでい

ただいている方に投資できないんですか。たっ

た5,200万円ですよ。ふるさと納税幾ら入りまし

たか。 

  私はそういう、やはり血の通った行政というも

のが必要だと思いますよ。ぜひ改めてくださっ

て、この高齢者に対する生活弱者、あるいは交

通弱者、そういった方の立場に立って物事をぜ

ひ考えていただきたい、私はそれをまず要望し

ておきます。 

  それから、昨日、うちの相田議員がちょっと言

い残したことがありますので、駆け足で少し触

れさせていただきますけれども、今のやはり市

民バスの状況において、かなりワークショップ

なりで研究をされて、抜粋をさせていただきま

すけれども、何を言いたかったかというと、平

成19年度のバス利用の実績から12万人と推測を

した場合に、現状で12万人が365日、それを往復

使っていただくことによって165人が往復１日

400円を使っていただければ2,400万円の収入が

上がる、単純計算ですよ。この165人を10倍にふ

やしたらどうなんだと。そうすると、これが２

億4,000万になって、実質経費が２億400万です

から、3,600万の黒字になると。これを実現する

ためにどうしたらいいのかと。 

  この1,650人、毎日バス利用をしていただくた

めにどうしたらいいのかというと、実質市内勤

務の市、県、国の公務員の方の半分がバスを利

用すれば1,650人になる。米沢市内の大学生の約

３分の１がバスを１日利用すれば1,650人。米沢

市立病院の外来患者の２日分です。約850名ぐら

いですか、１日、外来患者が。この方たちが２

日あるいは４日間使っていただければ1,650人に

なる。市内の商工事業所で働く従業員の14分の

１の市民の方が利用していただければ1,650人に

達する。米沢市に訪れる観光客１日平均の５分

の１、米沢市の人口55人に１人の利用で1,650人

が可能となるんだ。これは十分クリアできる数

字ではありませんか。だからこそ、公共交通と

いうものがこれから早急に進めていくべきだと

いうことなんですね。 

  市民生活というものは、さまざまなお立場の方

がいらっしゃるので一概には言えませんが、た

だ、その生活の中には平等でなければならない。

山合いに住んでも中心部に住んでも平等でなけ

ればならない。そこには仕組みづくりが必要な

んですよ。だから、その仕組みをしっかりと当

局の皆さんが考えていただいて、もちろん財政

もかかわってきます。でも、何度も言いますよ、

財政を理由にしていたら何もできないんです。

行政も政治も。 

  だから、その財政の核をどうやって埋めていく

かということを考えていかなければならないと

思うんですね。そこをしっかり、これ何にでも
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言えることだと思います。次のことも、これか

ら最後にお話しする公共施設のことにしても、

全てそうだと思います。その辺をしっかり酌ん

でいただいて、まず高齢者サービスをまた一つ

アイデアを絞って、ぜひ政策に結びつけていた

だきたいと要望させていただきます。 

  次に、２番目の子供の貧困問題と虐待でありま

す。非常に私、今、部長からの報告を聞いてぞ

っとしました。やはりそういう実態があったの

かなということであります。壇上から申し上げ

たように、この近年、非常に子供たちの貧困の

問題、それから虐待の問題、こんな田舎に住ん

でいても本当に殺人事件が起きる、そんな世の

中になってしまったなと、非常にこれは社会、

行政、政治の責任であるなと思っております。 

  こうした貧困生活を強いられる子供たちという

のは、なりたくてなっているわけでない。こと

しの７月でしたか、私も市内に住むＰＴＡを一

緒にしているお母さんたちのグループから、

「本当にあの家庭虐待だよ、もしかしたらあの

子殺されるんじゃない。この間、私の家に夕方

遊びに来て、７時になっても帰らないから夕食

食わせてあげた」「何々君、おうち帰らないで

大丈夫」「うん、家に帰っても誰もいないから

大丈夫」「鍵っ子なのかな。お父さん、お母さ

ん帰ってこないの」「仕事で毎日いない」。最

後はお風呂まで入れて帰したそうですよ。 

  そうしたら、翌週また来たそうです、同じ子が。

みんなは夕方５時ごろ帰っていくけれども、７

時になっても帰らない。「何々君、もう帰った

らいいんじゃないの」「もう帰ったら」とその

友達も促したそうです。「帰っても１人だか

ら」。このまちでそういうのがあるんですよ。 

  それで私、学校のほうにも毎年、春、各家庭に、

小中学校そうだと思いますよ、家庭調査、アン

ケートをとりますよね。私も息子が今行ってい

ますから、アンケートを書きますけれども、あ

の中にも、やはり生活の中、あるいは参観日を

利用していろいろな御家庭からの御相談が来て

いると思うんですよ。実際、こういう虐待とか

家庭の事情って、なかなか本音で話せる家庭の

方って、逆に言ったら少ないのかもしれません。

そういったところというのは、学校のほうと教

育委員会でしっかりと把握したり、ケアをなさ

れている、なされていますか、その辺の今の状

況をお知らせください。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 私からは、まず朝食を食

べてこない児童と学校集金の滞納の状況と、そ

の対策についてお答えします。 

  小学校６年生と中学校３年生を対象に実施して

おります全国学力・学習状況調査に「朝食を毎

日食べていますか」という設問があります。回

答項目は、「食べている」「どちらかといえば

食べている」「余り食べていない」「全く食べ

ていない」となっております。そのうち「余り

食べていない」と「全く食べていない」の割合

について、全校調査を行った平成25年度と平成

27年度の国・県・本市の数値を申し上げます。 

  小学６年生では、平成25年度、国3.7％、県

2.9％、本市2.4％。平成27年度、国4.3％、県

2.5％、本市2.4％となっており、国は増加、県

は減少、本市は同じとなっております。 

  中学３年生では、平成25年度、国6.2％、県

3.7％、本市3.5％。平成27年度、国6.6％、県

4.2％、本市4.8％となっており、国・県・本市

とも増加となっております。 

  その結果、本市は朝食を食べていない児童生徒

の割合は少ないと言えます。しかし、中学校３

年生では国・県と同様に増加傾向にあります。

先ほど議員お述べのとおり、国と県だけでなく、

本市もこうした状況のお子さんがふえていると

いうことがわかるのではないかというふうに思

います。 

  食生活について気になる児童生徒については、

学級担任や養護教諭を中心に丁寧に指導すると
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ともに、家庭と連絡をとり、成長期における適

切な栄養摂取の大切さをお伝えし、協力をお願

いしているところです。 

  なお、ＰＴＡの取り組みですとか、全市の生活

リズムの取り組みですとか、生活リズムと絡み

合わせまして指導しているところでございます。 

  あわせて、学校給食費の滞納ということも問題

となっております。 

  小学校では0.01％、中学校では0.07％でありま

す。これは、全国と比べかなり低い割合となっ

ております。滞納している御家庭は、各学校の

事務職員、担任、学年主任、教頭などが粘り強

く働きかけを行っておりますが、その業務量は

年々増加傾向にあります。 

  重なりますが、本市においても、いろいろな課

題を抱えている御家庭が多くありまして、その

対応について丁寧にしているところでございま

す。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） これまでさまざまな報告

を聞いて、本当に議員の皆様も御理解いただけ

ると思いますが、本当に貧困と虐待というもの

がふえ続けているんですよ。ふえ続けている、

本当に。これは、本当に苦労されている母子家

庭のお父さん、お母さんもいらっしゃるし、本

当に子育てを放棄しているのかなと思われる、

疑われる、そういう家庭もあります。 

  学校の先生方は、よく家庭訪問なんかやられま

すよね。家庭訪問も、100％本当にやれているの

かなと。逆に家庭訪問すら、その親御さんは毛

嫌いをして用事をつくったり、何らかの理由づ

けをしてお会いできないというお話もときどき

聞くんですけれども、これだけやはり全てがゼ

ロにならないというのは、実態的にそういう子

供たちが生活を続けているということなんです

よ。 

  これはやはり、現場の先生方でないとわからな

いことであったり、ある程度のスポーツサーク

ルを一緒にやっているお父さん、お母さんでな

いとわからなかったり、そういうお子さんって、

なかなかそういうスポーツをするクラブに入っ

たり、例えば学童保育に預けたりって少ないん

ですよ。最近では、本当に学童保育に通う子供

も何人か通っていない、まっすぐ家に帰る。

「でもあの何々君の家って誰もいないよね」と

いう話になる。家に帰ってランドセルを置いて、

また学校に戻り、あるいは学童保育の友達のと

ころに来たりして、時間を費やしている。 

  でも、本当にそれって子供たち、これからの米

沢で育っていく子供たち、米沢を託す子供たち

なんですよ。私はそういう子供たちを救ってい

かないと、米沢に未来はないと思いますね、本

当に。だって今、米沢の出生率幾らですか。昨

年540人ぐらいで、ことし聞いたら、それをまた

割っている。500人ですよ。七、八年前1,000人

近くいた子供が、もう今半分ですよ、部長。御

承知のとおり。今、その子供たちにお金をかけ

ないでどうするんですか。本当に。 

  僕は本当に、全ての事業が子供たちの支援にシ

フトしたほうがいいと思うんですよ、子育て支

援に。今、子供にお金をかけられない自治体は、

必ずだめだ。潰れる。だって、オギャーときょ

う生まれたら、生まれた瞬間、３万1,000円も借

金背負わせるんでしょう、このまちで。違いま

すか。これから次の質問で言っていきますけれ

ども。本市は本当に、今、子供に力を入れて、

それこそ妊娠から出産、幼稚園、保育園、小中

学校、かかる経費、修学旅行もそうだ、全部無

料にすべきだ。だって七、八年前の半分しか子

供がいないんですよ。それぐらいの子供たちを

守っていく政策、本当に真剣に考えていくべき

ときに来たなと私は思っていますので、ぜひ、

今後もどんどん提案をさせていただきます。 

  その旨で、ぜひ当局の皆さんには捉えていただ

いて、そして学校現場のほうにも、そういった
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子供たちの実情をしっかりと把握して、恐らく

児童相談所とか、私、米沢警察署にも聞いてき

ました。１月から８月まで13件だそうです。虐

待の通報があった、事件性のある、ないものを

含めて13件あったということで、児童相談所で

も回答し得ない、出せませんというようことも

実際ありました。これも個人的な情報もあるで

しょう。でも、そういった子供たちが、今、本

当にいるという中で、義務教育の生活をしっか

りと送ってほしいと僕は願っておりますので、

ぜひ学校現場のほうでも、さらに目を光らせて

子供たちの行動に目を向けていただきたいなと

いうことを、まずこれは要望して終わりたいと

思います。 

  最後になります。一番最初に質問をさせていた

だいた今後の公共工事の部分でお聞きをしたい

なと思っています。 

  先ほどやはり、今後さまざまな、この庁舎を含

めて、今、課題となっているいわゆる箱物です

よ、箱物。今後40年間の中で1,435億円お金が必

要だ。でも、人口が減って税金を納める方がど

んどん減っていく。だから人口をふやしていか

なければならない。人口をふやす。どこをター

ゲットにするんですか。私は、先ほど空き家の

話も出ていましたけれども、65歳以上の方々が

他県から来ていただいても、そんなにまちに活

力は生まないと思っているんです。だから、本

当に空き家対策として県外から人を呼ぶのであ

れば、30代前半の御夫婦で、これから子育てを

するという人に移住をしてもらったほうが、私

はまちの活力になると思っているんです。それ

が一番僕は理想だと思うんです。なぜか。他県

から来て、いや知り合いも少ないけど、でもそ

この町内にはまれば、何か青年部の活動だ何だ、

すぐネットワークが広がるじゃないですか。 

  高齢者が来られても、実際は社会保障の問題だ

とか、お金持ちならいいと思いますよ、お金持

ちなら。でも、まちの活力にはつながっていか

ないだろうなと。本当の空き家対策の誘致すべ

き年代というものも、しっかりと考えていくべ

きなんだろうなと私は思っているんです。 

  それで、やはり今近々は、病院とこの市庁舎と、

スポーツ施設も含めた中でさまざまあると思う

んですが、これ優先順位をしっかりと決めてい

かなければならないと思うんです。来年のその

計画ができて、財政計画も含めて、今、待った

なしの状況が、病院でもそうですよ、病院の建

てかえ計画にしたって、我々建てかえ委員会つ

くって３年目に入ります。その間、精神科の問

題があったといえども、骨格ができていない。

庁舎はどうするんだ。もう市民からどんどん、

我々議会報告会に行っても聞かれるんです。で

も答えが出せない。いつやるんですか。今でし

ょと言いたいけれども、さまざまな問題をまた

おっしゃるじゃないですか。そうした計画が、

まず本当に立てられるのかどうか。何が優先順

位で、今、米沢市にとって何が優先順位になっ

ていくのか教えてください。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 今、御質問の中でもあっ

たとおり、まずは病院、そして庁舎は非常に大

きなものだと認識しております。それで、その

２つ、他の施設ももちろんございますが、その

２つの施設が、今、優先順位を決める段階まで

いっていないというところで、まず１点御理解

いただきたいと思います。 

  特に病院につきましては、今、お話あったよう

に、精神科の問題がありまして、再度練り直し

をさせていただいているというようなところで、

そのところが同じ土俵の上に上がった段階では、

きちんと私どものほうとしても順番をつけて進

めていかなくてはならないと考えております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） 早急に、そこの順番はし

っかりと決めていただきたいということでお願

いします。きょうは、私、最近地方自治の中で
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全国でちょっとはやっています。きょうは議長

から許可をいただきまして、皆さんにも資料を

差し上げていると思います。これは、東京の有

名な青木茂さんという建築家が、今、全国で進

められているリファイニング建築というもので

す。これは何ぞやということなんですが、メリ

ットを下に書いておりましたけれども、いわゆ

る40年、50年たった公共施設あるいは民間施設

を、ある程度ごみを出さないで、今までの建築

はつくっては壊し、つくっては壊しというスク

ラップアンドビルドが主流だったんですが、こ

の方法は、それを覆す工法だと、今、全国でも

有名になってきて、実際、この工法を始めて10

年ぐらいになるんですが、ここ近年、ＮＨＫで

取り上げられたり、ことしの１月には、御承知

の方はいらっしゃるかと思うんですが、ＴＢＳ

の夜やっている番組があるんですけれども、

「夢の扉＋」という番組で、これが放映をされ

て、それから全国の自治体が注目をし、今、こ

の工法で、いわゆる公共物を新築をすれば何十

億、何百億という予算がかかる。しかし、この

方法を導入することによって、そのコストが約

３割から４割抑えられるという工法建築なんで

すね。これを現に今、もう一つの資料でお配り

しておりますが、新白河のほうで進められてお

ります文化ホールなんですけれども、私、この

お話を先月事務所にお邪魔をして、きょう例に

出した清瀬市のけやきホールも見てきたんです

が、すばらしいです。本当に。 

  当初予算から比べると、大体60％ぐらいででき

たそうなんですね。このときに、今、進められ

ている新白河の、この図面を見せていただいた

ときに、直感をしたものがあったんですね。今、

米沢市の幼稚園連合会から言われている屋内遊

戯施設、そして今、中央部にこの間ナセＢＡが

オープンしました。予定の動員数を大きく上回

って、間もなく10万人を超える、あのナセＢＡ

ですら、あの建物一つだけでは米沢市はだめな

んです。あそこを中心市街地を、あの図書館を

生かしていくには、さらに布石を打っていかな

ければならない。そうすると、この図書館問題

でいろいろ議論されてきたポポロがございます。 

  これはもちろん民間の持ち物ですから、これか

らいろいろな御相談をしていかなければなりま

せんが、あのポポロに入ったことがある方なら

わかると思います。この２枚目のちょうど入り

口、右下の写真を見ていただければわかるんで

すが、ほとんど同じような構造体なんですね。

私も小さいころからジャスコのころからあそこ

に出入りしましたけれども、これを見たときに、

あのポポロを子供たちが集う屋内遊戯施設にで

きないだろうか。実はそんな構想もあって、こ

の青木先生のところに御相談をしに行った経緯

もあったんですが、実際的に、今、この工法で、

私、図面も見てびっくりしたんです。本当にあ

のポポロビルと似ているなと思ったんです。 

  この工法は、それだけではなくて、これから公

共工事における中で、今、再生なんですね。マ

イホームなんかは、よくリフォームというんで

しょうけれども、またそれとはちょっと違って、

躯体を全て基本を残すんです。だからコンクリ

ート片とかという産廃物を出さない工法なんで

す。だから環境にも優しい。コストは抑えられ

る。外装、内装も全て新品同様につくれる。そ

して50年の建物がさらに50年寿命を延ばすこと

ができるという工法なんです。 

  これ、本当に今、全国で注目をされている工法

で、地方は財源がない。１つの建物が100億かか

れば、これでやったら60億で済むかもしれない。

そういった本当に画期的な工法だなと。でもき

ょうは、本当に御紹介をしたくて、議長から許

可をもらって、皆さん方に、こういった工法、

今の建築のあり方が変わってきている。やはり

この先生さすがですね。世界的にももう回られ

て、建築業界では、今、かなりの賞をとられて、

実際私、米沢にお呼びをして講演を開きたいと
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思っておりまして、もちろん業界の方々、行政

の皆様方、商工に携わる方々にこういったもの

をこれからの地方が変われるきっかけとして、

ぜひ御提案を申し上げていきたいという思いで、

きょう、資料を配らせていただきました。 

  どうですか、市長、こういうふうな。ちょっと

きょうは上辺の部分でしか、私、今御説明して

いませんけれども、本当に少ない予算で、市民

が求める形を、最大の効果を発揮できる、こう

いったものを採用していく、これは私、丸じゃ

ないかなと思うんですが。率直な御意見で結構

ですが、いかがでしょう。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、私も初めて、このリファイニ

ング建築というのを、再生建築ですか、初めて

見させていただきました。再生による５つのメ

リットと、それぞれあるようであります。 

  問題は、やはり耐震がどうクリアできてと。そ

して、６割から７割で再生できるというものが、

本当にこれからまたそれなりの年数、先ほど50

年というお話がございましたけれども、そうい

った年数もカバーできるということであって、

中の造作にしましても、一定程度基本的な基礎

的なものは残すということであったようですか

ら、全て中のことなんかも、中の造作も、皆再

生できて新たなものに組みかえができるという

ことであれば、これはやはり我々としても、こ

れからの効率的なこういった公共施設も含めて

民間の施設も含めて対応できるというものであ

れば、これはやはり研究をしてみなければなら

ないと、このように思っております。 

  ただきょうは、こういう方法があるんだという

ことでありますので、しっかりとちょっと勉強

させていただきたいなと、このように思います。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ありがとうございます。

本当にきょうは頭出しをさせていただいて、こ

ういったものがあるんだと。そうすれば、昨日

鈴木藤英議員からもありました、もしかしたら

寿山荘だって守れるかもしれない。その建築方

法によっては、お金をかけなくても、そういう

施設をよみがえらせることができる、そういっ

た建築を進めておりますので、今後の公共施設

を進めていく中では、さまざまな手法があると

思うんです。財源のとり方、立て方、アイデア

の出し方、そういったところでしっかり議会と

ともに勉強して、市民生活、市民サービスの向

上を図っていけることを期待しまして、私から

の質問を終わります。 

○海老名 悟議長 以上で１番木村芳浩議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○海老名 悟議長 以上をもちまして本日の日程は

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時０６分 散  会 
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